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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行う撮像装置についての撮像
視野の可変機構を駆動制御する撮像視野可変制御部と、
　ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記撮像視野可変制御部が上
記可変機構を駆動制御しながら上記撮像装置が自動的に静止画撮像動作を行う際に、予告
動作実行部に静止画撮像を行うことの予告動作として、上記可変機構を駆動制御してパン
又はチルト動作により上記撮像装置に所定の動作を実行させる制御を行う撮像予告動作制
御部と、
　を備えた撮像制御装置。
【請求項２】
　被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行う撮像装置における静止画
撮像動作を制御する撮像記録制御部をさらに備え、
　上記撮像予告動作制御部は、ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、
上記撮像視野可変制御部が上記可変機構を駆動制御しながら上記撮像記録制御部の制御に
より撮像装置が自動的に静止画撮像動作を行う際に、予告動作実行部に静止画撮像を行う
ことの予告動作を実行させる制御を行う請求項１に記載の撮像制御装置。
【請求項３】
　所定のトリガ入力を受け付けるトリガ受付部をさらに備え、
　上記撮像予告動作制御部は、上記トリガ受付部で上記トリガ入力が受け付けられた後の
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静止画撮像動作が実行される際に、上記予告動作の実行を制御する請求項１に記載の撮像
制御装置。
【請求項４】
　上記トリガ受付部は、ユーザによる特定の操作入力を上記トリガ入力として受け付ける
請求項３に記載の撮像制御装置。
【請求項５】
　上記トリガ受付部は、特定の音声入力を上記トリガ入力として受け付ける請求項３に記
載の撮像制御装置。
【請求項６】
　上記トリガ受付部は、撮像画像から特定の被写体状態が判定されることを上記トリガ入
力として受け付ける請求項３に記載の撮像制御装置。
【請求項７】
　上記撮像記録制御部は、上記予告動作の実行後又は実行開始後、所定の静止画撮像条件
を満たしたときに、上記撮像装置に静止画撮像動作を実行させる請求項２に記載の撮像制
御装置。
【請求項８】
　特定の音声入力があったときに、上記静止画撮像条件が満たされたと判断される請求項
７に記載の撮像制御装置。
【請求項９】
　撮像画像から特定の被写体状態が判定されたときに、上記静止画撮像条件が満たされた
と判断される請求項７に記載の撮像制御装置。
【請求項１０】
　上記予告動作の実行後又は実行開始後、所定の時間を経過したときに、上記静止画撮像
条件が満たされたと判断される請求項７に記載の撮像制御装置。
【請求項１１】
　上記レリーズ操作によらない撮像動作の動作モードとして、自動撮像モードと要求対応
撮像モードが設けられ、
　上記トリガ受付部が受け付ける上記トリガ入力は、上記自動撮像モードから上記要求対
応撮像モードへの切換入力とされ、
　上記自動撮像モードとして、上記撮像視野可変制御部が上記可変機構を駆動制御しなが
ら上記撮像記録制御部の制御により撮像装置が静止画撮像動作を行っている際に、上記ト
リガ受付部によって上記トリガ入力が受け付けられた場合、上記要求対応撮像モードとし
て、上記撮像記録制御部の制御による静止画撮像動作を実行させる要求対応撮像制御部を
さらに備え、
　上記撮像予告動作制御部は、上記要求対応撮像制御部によって上記要求対応撮像モード
での静止画撮像動作が実行される際に、上記予告動作の実行を制御する請求項３に記載の
撮像制御装置。
【請求項１２】
　静止画撮像のための撮像視野を決定する処理を行う撮像準備処理部をさらに備え、
　上記要求対応撮像制御部は、上記要求対応撮像モードとして、上記撮像準備処理部に要
求対応撮像動作のための撮像視野を決定する処理を実行させ、撮像視野決定後、上記撮像
予告動作制御部の制御による上記予告動作を実行させてから上記撮像記録制御部の制御に
よる静止画撮像動作を実行させる請求項１１に記載の撮像制御装置。
【請求項１３】
　上記要求対応撮像モードの際に、上記撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部によ
り上記可変機構を駆動制御させながら、撮像視野内に撮像要求に応じた被写体を入れるた
めの被写体検出処理を行う請求項１２に記載の撮像制御装置。
【請求項１４】
　上記要求対応撮像モードの際に、上記撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部によ
り上記可変機構を駆動制御させながら、撮像視野内における被写体画像の配置を調整する
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構図処理を行う請求項１２に記載の撮像制御装置。
【請求項１５】
　上記トリガ受付部は、上記トリガ入力についての入力方向を検知可能とされ、
　上記撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部により上記可変機構を、上記入力方向
に駆動制御させる請求項１２に記載の撮像制御装置。
【請求項１６】
　上記要求対応撮像制御部は、上記撮像記録制御部の制御による静止画撮像動作の実行後
、
上記自動撮像モードの動作に復帰させる請求項１１に記載の撮像制御装置。
【請求項１７】
　被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行う静止画撮像部と、
　上記静止画撮像部の撮像視野の可変機構と、
　静止画撮像を行うことの予告動作を実行する予告動作実行部と、
　を有する撮像装置又は撮像システムに対する撮像制御方法であって、
　ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記可変機構を駆動制御しな
がら上記静止画撮像部に自動的に静止画撮像動作を行わせる際に、上記予告動作実行部に
静止画撮像を行うことの予告動作として、上記可変機構を駆動制御してパン又はチルト動
作により上記撮像装置に所定の動作を実行させる撮像制御方法。
【請求項１８】
　被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行う静止画撮像部と、
　上記静止画撮像部の撮像視野の可変機構と、
　静止画撮像を行うことの予告動作を実行する予告動作実行部と、
　を有する撮像装置又は撮像システムに対する制御処理プログラムであって、
　ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記可変機構を駆動制御しな
がら上記静止画撮像部に自動的に静止画撮像動作を行わせる際に、上記予告動作実行部に
静止画撮像を行うことの予告動作として、上記可変機構を駆動制御してパン又はチルト動
作により上記撮像装置に所定の動作を実行させる制御を演算処理装置に実行させるプログ
ラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動的に撮像視野を変化させて撮像を行う撮像装置、撮像システムについて
の撮像制御装置及び撮像制御方法に関する。また、当該撮像制御装置及び撮像制御方法を
実現するためのプログラムに関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２００９－１００３００号公報
【背景技術】
【０００３】
　上記特許文献１には、デジタルスチルカメラと、該デジタルスチルカメラのパン／チル
ト方向の向きを電動により変化させる雲台とを備えた撮像システムにより、自動構図合わ
せ及び該構図合わせにより得られた撮像画像の自動記録を行う技術が開示されている。
　この特許文献１に記載の技術では、例えば顔検出技術を用いて、人物としての被写体の
探索を行う。具体的には、上記雲台によりデジタルスチルカメラをパン方向に回転させつ
つ、画枠内に映し出される被写体（人物の顔）の検出を行う。
　そして、このような被写体探索の結果、画枠内に被写体が検出された場合には、その時
点での画枠内での被写体の検出態様（例えば被写体の数や位置やサイズなど）に応じた最
適とされる構図の判定を行う（最適構図判定）。すなわち、最適とされるパン・チルト・
ズームの各角度を求めるものである。
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　さらに、このように最適構図判定によって最適とされるパン・チルト・ズームのそれぞ
れの角度が求まったら、それらの角度を目標角度としてそれぞれパン・チルト・ズーム角
の調整を行う（構図合わせ）。
　この構図合わせの完了後に、撮像画像の自動記録を行う。
　このような自動構図合わせによる自動撮像動作（撮像画像自動記録）によれば、使用者
による撮像操作を一切不要として、自動的に最適とされる構図による撮像画像の記録を行
うことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでカメラマンが不要な自動撮像によれば、例えばパーティ等においてユーザがカ
メラマンを意識しないことで、自然な表情、姿を撮像できるという利点がある。その一方
で、ユーザによっては、意識した表情や姿を写してもらいたいという場合もある。例えば
記念撮影であったり、カメラに向かってポーズをとっている姿や撮像を意識した表情など
を写してもらいたい場合である。
　通常、カメラマンがカメラを持って静止画撮像している場合では、写真を撮ってもらい
たいユーザが、カメラマンを呼び、撮ってもらうように要望し、集合したり、ポーズをき
めたりする。
　ところが上記の自動撮像を行っているのみでは、このような写真撮影（静止画撮像）を
行うことができない。自動的な撮像の場合、撮られるタイミング（いわゆるシャッタタイ
ミング／レリーズタイミング）をユーザが知ることができないためである。
　そこで本発明は、自動撮像を行う撮像システムにおいて、ユーザの要望に応じた静止画
撮像が容易に実現できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の撮像制御装置は、被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行
う撮像装置についての撮像視野の可変機構を駆動制御する撮像視野可変制御部と、ユーザ
のレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記撮像視野可変制御部が上記可変機
構を駆動制御しながら上記撮像装置が自動的に静止画撮像動作を行う際に、予告動作実行
部に静止画撮像を行うことの予告動作として、上記可変機構を駆動制御してパン又はチル
ト動作により上記撮像装置に所定の動作を実行させる制御を行う撮像予告動作制御部とを
備える。
　また、被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行う撮像装置における
静止画撮像動作を制御する撮像記録制御部をさらに備え、上記撮像予告動作制御部は、ユ
ーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記撮像視野可変制御部が上記可
変機構を駆動制御しながら上記撮像記録制御部の制御により撮像装置が自動的に静止画撮
像動作を行う際に、予告動作実行部に静止画撮像を行うことの予告動作を実行させる制御
を行う。
【０００６】
　また所定のトリガ入力を受け付けるトリガ受付部をさらに備え、上記撮像予告動作制御
部は、上記トリガ受付部で上記トリガ入力が受け付けられた後の静止画撮像動作が実行さ
れる際に、上記予告動作の実行を制御する。
　上記トリガ受付部は、ユーザによる特定の操作入力、例えばタッチセンサ部へのユーザ
によるタッチ操作や、特定の音声入力を上記トリガ入力として受け付けたり、撮像画像か
ら特定の被写体状態が判定されたら上記トリガ入力として受け付ける。
　また上記撮像記録制御部は、上記予告動作の実行後又は実行開始後、所定の静止画撮像
条件を満たしたときに、上記撮像装置に静止画撮像動作を実行させる。
【０００７】
　また、上記レリーズ操作によらない撮像動作の動作モードとして、自動撮像モードと要
求対応撮像モードが設けられ、上記トリガ受付部が受け付ける上記トリガ入力は、上記自
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動撮像モードから上記要求対応撮像モードへの切換入力とされる。そして上記自動撮像モ
ードとして、上記撮像視野可変制御部が上記可変機構を駆動制御しながら上記撮像記録制
御部の制御により撮像装置が静止画撮像動作を行っている際に、上記トリガ受付部によっ
て上記トリガ入力が受け付けられた場合、上記要求対応撮像モードとして、上記撮像記録
制御部の制御による静止画撮像動作を実行させる要求対応撮像制御部をさらに備える。上
記撮像予告動作制御部は、上記要求対応撮像制御部によって上記要求対応撮像モードでの
静止画撮像動作が実行される際に、上記予告動作の実行を制御する。
　また静止画撮像のための撮像視野を決定する処理を行う撮像準備処理部をさらに備え、
上記要求対応撮像制御部は、上記要求対応撮像モードとして、上記撮像準備処理部に要求
対応撮像動作のための撮像視野を決定する処理を実行させ、撮像視野決定後、上記撮像予
告動作制御部の制御による上記予告動作を実行させてから上記撮像記録制御部の制御によ
る静止画撮像動作を実行させる。
　また上記要求対応撮像モードの際に、上記撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部
により上記可変機構を駆動制御させながら、撮像視野内に撮像要求に応じた被写体を入れ
るための被写体検出処理を行う。
　また上記要求対応撮像モードの際に、上記撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部
により上記可変機構を駆動制御させながら、撮像視野内における被写体画像の配置を調整
する構図処理を行う。
　また上記トリガ受付部は、上記トリガ入力についての入力方向を検知可能とされ、上記
撮像準備処理部は、上記撮像視野可変制御部により上記可変機構を、上記入力方向に駆動
制御させる。
【０００８】
　本発明の撮像制御方法は、被写体の撮像、及び記録媒体への撮像画像データの記録を行
う静止画撮像部と、上記静止画撮像部の撮像視野の可変機構と、静止画撮像を行うことの
予告動作を実行する予告動作実行部とを有する撮像装置又は撮像システムに対する撮像制
御方法である。そして、ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作として、上記可
変機構を駆動制御しながら上記静止画撮像部に自動的に静止画撮像動作を行わせる際に、
上記予告動作実行部に静止画撮像を行うことの予告動作を実行させる。
　本発明のプログラムは、上記の撮像装置又は撮像システムについての制御処理プログラ
ムとして、上記撮像制御方法の処理を演算処理装置に実行させるプログラムである。
【０００９】
　このような本発明では、ユーザのレリーズ操作によらない静止画撮像動作を行っている
場合において、静止画撮像を行うとき、つまりレリーズタイミングの直前に、静止画撮像
を行うことの予告動作を実行させる。これによって、ユーザは撮像装置のレリーズタイミ
ングを知ることができる。
　また、自動撮像モードと要求対応撮像モードを設定する場合は次のようになる。自動撮
像モードとしては、撮像装置（撮像システム）は、自動的に可変機構を駆動して撮像視野
を変化させながら、静止画撮像動作を実行する。この自動撮像モードでの動作は、ユーザ
の意志、要望とは関係なく実行される。この自動撮像モードでの動作中に、ユーザは所定
のトリガ入力を行うことによって、撮像を要求することができる。このトリガ入力に応じ
た撮像動作が要求対応撮像モードの動作となる。そして要求対応撮像モードでも、ユーザ
のレリーズ操作によらないで自動的に静止画撮像動作を実行するのであるが、このとき、
静止画撮像を行うことの予告動作も行うようにする。すると、ユーザはトリガ入力を行っ
た後、予告動作によってレリーズタイミングを知ることができ、表情やポーズをきめるな
どすることも容易となる。つまり自動撮像モードと要求対応撮像モードによる撮像動作は
、通常のカメラマンが撮像する場合の、「カメラマンの意志による撮像」と、「ユーザか
らの要望による撮像」を、それぞれで実行できるものとなる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ユーザのレリーズ操作によらない自動的な静止画撮像動作が行われて
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いる際に、ユーザは静止画撮像の予告動作によって、レリーズタイミングを知ることがで
きる。従って、ユーザは「カメラを意識した写真」を撮ってもらいたいときにレリーズタ
イミングでポーズをきめるなど対応ができる。
　また自動撮像モードと要求対応撮像モードを設定する場合は、自動撮像モードでの撮像
により、自然な表情、姿、光景等を撮像できることに加え、要求対応撮像モードでの撮像
により、ユーザの要望に応じた撮像を行うこともできる。これによって、カメラマンが不
要な自動的な撮像として、カメラマンが撮像する場合と同等の、多様な撮像を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態の撮像システムの構成要素であるデジタルスチルカメラの正
面図及び背面図である。
【図２】実施の形態の撮像システムの構成要素である雲台の斜視図である。
【図３】実施の形態の雲台にデジタルスチルカメラを取り付けた状態の正面図である。
【図４】実施の形態の雲台にデジタルスチルカメラを取り付けた状態でのパン方向の動き
の説明図である。
【図５】実施の形態の雲台にデジタルスチルカメラを取り付けた状態でのチルト方向の動
きの説明図である。
【図６】実施の形態の雲台の背面図である。
【図７】実施の形態の雲台のタッチセンサ部の説明図である。
【図８】実施の形態のデジタルスチルカメラの内部構成例を示すブロック図である。
【図９】実施の形態の雲台の内部構成例を示すブロック図である。
【図１０】実施の形態の制御機能構成の説明図である。
【図１１】実施の形態の自動撮像処理のフローチャートである。
【図１２】第１の実施の形態の撮像制御処理のフローチャートである。
【図１３】実施の形態の変形例として要求方向へのパン・チルトを行う撮像制御処理のフ
ローチャートである。
【図１４】実施の形態の変形例として被写体検出を行わない撮像制御処理のフローチャー
トである。
【図１５】実施の形態の変形例として構図処理を行わない撮像制御処理のフローチャート
である。
【図１６】実施の形態の変形例として構図処理を行わない他の撮像制御処理のフローチャ
ートである。
【図１７】実施の形態の変形例として撮像画像提示処理を行う撮像制御処理のフローチャ
ートである。
【図１８】実施の形態の基本的な構図処理の説明図である。
【図１９】実施の形態の基本的な構図処理の説明図である。
【図２０】実施の形態の構図処理における目標範囲の説明図である。
【図２１】実施の形態の構図処理における目標範囲への重心配置の説明図である。
【図２２】構図処理における局所解と最良解の説明図である。
【図２３】構図処理における局所解と最良解の説明図である。
【図２４】実施の形態の仮構図合わせの説明図である。
【図２５】実施の形態の仮構図合わせ後の本構図合わせの説明図である。
【図２６】実施の形態の仮構図の目標範囲の説明図である。
【図２７】実施の形態の自動撮像モードと要求対応撮像モードでの構図処理のフローチャ
ートである。
【図２８】実施の形態の仮構図合わせと本構図合わせの処理のフローチャートである。
【図２９】第２の実施の形態の撮像制御処理のフローチャートである。
【図３０】第３の実施の形態の撮像制御処理のフローチャートである。
【図３１】実施の形態の他の制御機能構成の説明図である。
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【図３２】実施の形態の他の制御機能構成の説明図である。
【図３３】実施の形態の他の制御機能構成の説明図である。
【図３４】実施の形態の他の制御機能構成の説明図である。
【図３５】実施の形態の基本的な制御機能構成の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を次の順序で説明する。実施の形態では、デジタルスチルカ
メラと雲台より成る撮像装置（撮像システム）を例に挙げる。

＜１．撮像システムの構成＞
　［１－１：全体構成］
　［１－２：デジタルスチルカメラ］
　［１－３：雲台］
＜２．機能構成例＞
＜３．自動撮像処理＞
＜４．第１の実施の形態の撮像動作＞
＜５．第１実施の形態の変形例＞
　［５－１：要求対応撮像モードへのトリガ］
　［５－２：要求方向へのパン・チルト］
　［５－３：要求対応撮像モードで被写体検出を実行しない例］
　［５－４：要求対応撮像モードで構図処理を実行しない例］
　［５－５：要求対応撮像モードでの撮像画像提示］
　［５－６：仮構図処理］
　［５－７：その他の要求対応撮像モードでの制御方式］
＜６．第２の実施の形態の撮像動作＞
＜７．第３の実施の形態の撮像動作＞
＜８．第４の実施の形態の撮像動作＞
＜９．機能構成の変形例＞
＜１０．プログラム＞
【００１３】
　なお、本明細書では「画枠」「画角」「撮像視野」「構図」という語を用いるが、各語
の定義は以下の通りである。
　「画枠」は、例えば画像が嵌め込まれるようにしてみえる一画面相当の領域範囲をいい
、一般には縦長若しくは横長の長方形としての外枠形状を有する。
　「画角」は、ズーム角などともいわれるもので、撮像装置の光学系におけるズームレン
ズの位置によって決まる画枠に収まる範囲を角度により表したものである。一般的には、
撮像光学系の焦点距離と、像面（イメージセンサ、フィルム）のサイズによって決まるも
のとされているが、ここでは、焦点距離に対応して変化し得る要素を画角といっている。
　「撮像視野」は、撮像光学系による視野を表す。即ち撮像装置の周囲光景のうちで撮像
対象として画枠に収まる範囲である。これは上記の画角に加え、パン（水平）方向におけ
る振り角度と、チルト（垂直）方向における角度（仰角、俯角）により決まる。
　「構図」は、ここでは、フレーミングともいわれるもので、例えば撮像視野によって決
まる画枠内における被写体についてのサイズ設定も含めたうえでの配置状態をいう。
【００１４】
＜１．撮像システムの構成＞
　［１－１：全体構成］

　実施の形態の撮像システムは、デジタルスチルカメラ１と、このデジタルスチルカメラ
１が着脱可能に取り付けられた雲台１０とを備えて成る。
　図１にデジタルスチルカメラ１の外観例を示す。図１（ａ）、図１（ｂ）は、それぞれ
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デジタルスチルカメラ１の正面図、背面図である。
　このデジタルスチルカメラ１は、図１（ａ）に示すように、本体部２の前面側にレンズ
部２１ａを備える。このレンズ部２１ａは、撮像のための光学系として本体部２の外側に
表出している部位である。
【００１５】
　また、本体部２の上面部には、レリーズボタン３１ａが設けられている。撮像モード時
においてはレンズ部２１ａにより撮像された画像（撮像画像）が画像信号として生成され
る。撮像モード時には、後述するイメージセンサにより所定フレームレートで各フレーム
毎の撮像画像データが得られる。
　そして、レリーズボタン３１ａに対する操作（レリーズ操作／シャッタ操作）が行われ
ると、そのタイミングでの撮像画像（フレーム画像）が、静止画の画像データとして記録
媒体に記録される。つまり、一般に写真撮影といわれる静止画撮像が行われる。
【００１６】
　また、デジタルスチルカメラ１は、図１（ｂ）に示すように、背面側に表示画面部３３
ａを有する。
　この表示画面部３３ａには、撮像モード時においては、スルー画などといわれ、そのと
きにレンズ部２１ａにより撮像している画像が表示される。スルー画は、イメージセンサ
で得られる各フレーム画像に基づく動画像であり、そのときの被写体をそのまま表す画像
となる。
　また、再生モード時においては、記録媒体に記録されている画像データが再生表示され
る。
　さらに、ユーザがデジタルスチルカメラ１に対して行った操作に応じて、ＧＵＩ(Graph
ical User Interface)としての操作画像が表示される。
　また表示画面部３３ａに対してタッチパネルが組み合わされているようにすることで、
ユーザは、表示画面部３３ａに対して指を当てることによって、必要な操作を行うことが
できる。
【００１７】
　なお図示は省略しているが、デジタルスチルカメラ１には、レリーズボタン３１ａ以外
の各種のキー、ダイヤル等の操作子が設けられる場合もある。
　さらにデジタルスチルカメラ１には、後述する音声入力部３５としての集音部分や、レ
リーズ予告実行部３６としてのＬＥＤ発行部やスピーカ部などが設けられる場合もある。
【００１８】
　図２は雲台１０の外観を示す斜視図である。また、図３～図５は、本実施の形態の撮像
システムの外観として、雲台１０に対してデジタルスチルカメラ１が適切な状態で載置さ
れた状態を示している。図３は正面図、図４は平面図、図５は側面図（特に図５（ｂ）で
は側面図によりチルト機構の可動範囲を示している）である。
　図２、及び図３，図４，図５に示すように、雲台１０は、大きくは接地台部１５の上に
本体部１１が組み合わされたうえで、さらに本体部１１に対してカメラ台座部１２が取り
付けられた構造を有する。
【００１９】
　雲台１０にデジタルスチルカメラ１を取り付けるときには、デジタルスチルカメラ１の
底面側を、カメラ台座部１２の上面側に置く。
　図２に示すように、カメラ台座部１２の上面部には、突起部１３とコネクタ１４が設け
られている。図示は省略するが、デジタルスチルカメラ１の本体部２の下面部には、突起
部１３と係合する孔部が形成されている。デジタルスチルカメラ１がカメラ台座部１２に
対して適正に置かれた状態では、この孔部と突起部１３とが係合した状態となる。この状
態であれば、通常の雲台１０のパンニング・チルティングの動作であれば、デジタルスチ
ルカメラ１が雲台１０からずれたり、外れてしまったりすることがないようにされている
。
【００２０】
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　また、デジタルスチルカメラ１においては、その下面部の所定位置にもコネクタが設け
られている。上記のようにカメラ台座部１２にデジタルスチルカメラ１が適正に取り付け
られた状態では、デジタルスチルカメラ１のコネクタと雲台１０のコネクタ１４とが接続
され、少なくとも、相互間の通信が可能な状態となる。
【００２１】
　なお、例えばコネクタ１４と突起部１３は、実際においては、カメラ台座部１２におい
てその位置を或る範囲内で変更（移動）できるようになっている。そのうえで、例えばデ
ジタルスチルカメラ１の底面部の形状に合わせたアダプタなどを併用することで、異なる
機種のデジタルスチルカメラを、雲台１０と通信可能な状態で、カメラ台座部１２に取り
付けできるようになっている。
【００２２】
　次に、雲台１０によるデジタルスチルカメラ１のパン・チルト方向の基本的な動きにつ
いて説明する。
　まず、パン方向の基本的な動きは次のようになる。
　雲台１０を例えばテーブル上や床面上などに置いた状態では、接地台部１５の底面が接
地する。この状態において、図４に示すように、回転軸１１ａを回転中心として、本体部
１１側が時計回り方向、及び反時計回り方向に回転できるようになっている。つまりこれ
により、雲台１０に取り付けられたデジタルスチルカメラ１の水平方向（左右方向）にお
ける撮像視野を変化させることができる（所謂パンニング）。
　なお、この場合の雲台１０のパン機構は、時計回り方向及び反時計回り方向の何れにつ
いても、３６０°以上の回転が無制限で自在に行える構造を有している。
【００２３】
　また、この雲台１０のパン機構においては、パン方向における基準位置が決められてい
る。
　ここでは、図４に示すように、パン基準位置を０°（３６０°）としたうえで、パン方
向に沿った本体部１１の回転位置、すなわちパン位置（パン角度）を０°～３６０°によ
り表すものとする。
【００２４】
　また、雲台１０のチルト方向の基本的な動きについては次のようになる。
　チルト方向の動きは、図５（ａ）（ｂ）に示すようにして、カメラ台座部１２が回転軸
１２ａを回転中心として、仰角、俯角の両方向に角度を振ることにより得られる。
　ここで、図５（ａ）は、カメラ台座部１２がチルト基準位置Ｙ０（０°）にある状態が
示されている。この状態では、レンズ部２１ａ（光学系部）の撮像光軸と一致する撮像方
向Ｆ１と、接地台部１５が接地する接地面部ＧＲとが平行となる。
　そのうえで図５（ｂ）に示すように、先ず、仰角方向においては、カメラ台座部１２は
、回転軸１２ａを回転中心として、チルト基準位置Ｙ０（０°）から所定の最大回転角度
＋ｆ°の範囲で動くことができる。また俯角方向においても、回転軸１２ａを回転中心と
して、チルト基準位置Ｙ０（０°）から所定の最大回転角度－ｇ°の範囲で動くことがで
きるようになっている。
　このようにして、カメラ台座部１２がチルト基準位置Ｙ０（０°）を基点として、最大
回転角度＋ｆ°～最大回転角度－ｇ°の範囲で動くことで、雲台１０（カメラ台座部１２
）に取り付けられたデジタルスチルカメラ１のチルト方向（上下方向）における撮像視野
を変化させることができる。つまりチルティングの動作が得られる。
【００２５】
　図６は、雲台１０の背面図を示している。
　図示するように雲台１０には、その本体部１１の背面部において、電源ケーブルを着脱
可能に接続する電源端子部ｔ－Ｖｉｎと、ビデオケーブルを着脱可能に接続するビデオ端
子部ｔ－Ｖｉｄｅｏとが形成されている。
【００２６】
　雲台１０は、上述したカメラ台座部１２にて取り付けられたデジタルスチルカメラ１に
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対して上記電源端子部ｔ－Ｖｉｎを介して入力された電力を供給することで、上記デジタ
ルスチルカメラ１に対する充電を行うように構成されている。
　つまり本例の雲台１０は、デジタルスチルカメラ１に対する充電を行うためのクレード
ル（ドック）としても機能する。
　また、本例の場合、雲台１０は、デジタルスチルカメラ１側から例えば撮像画像に基づ
く映像信号が伝送されてきた場合に、該映像信号を上記ビデオ端子部ｔ－Ｖｉｄｅｏを介
して外部出力するように構成されている。
　また、この図６や先の図４にも示したように、雲台１０の本体部１１における背面部に
は、メニューボタン６０ａが設けられる。メニューボタンの操作により、雲台１０とデジ
タルスチルカメラ１の間の通信により、例えばデジタルスチルカメラ１側の表示画面部３
３ａでメニュー表示が行われる。このメニュー表示により、ユーザが所要の操作を行うこ
とが可能とされる。
【００２７】
　ところで本実施の形態としての一例では、後述する要求対応撮像モードの動作を実行さ
せるためのトリガの１つとしてユーザのタッチ操作が採用される。
　具体的には、ユーザは雲台１０にタッチするという操作を行う。このため、例えば図７
（ａ）のように本体部１１の上面にタッチ領域６０ｂが形成されている。このタッチ領域
６０ｂにユーザがタッチすることで、雲台１０に装備されたタッチセンサが当該タッチ操
作を検出する。
　なお、この図７では、破線で示す正面側の一部領域をタッチ領域６０ｂとしているが、
例えば本体部１１の上面全面をタッチ領域６０ｂとしてもよい。
【００２８】
　また、図７（ｂ）には、雲台１０の本体部１１の上面において、正面方向側、右方側、
左方側のそれぞれに、タッチ領域６０ｂ、６０ｃ、６０ｄが形成されている例を示してい
る。例えば雲台１０内に３つのタッチセンサが装備され、各タッチ領域６０ｂ、６０ｃ、
６０ｄへのタッチ操作が、それぞれのタッチセンサにより検出される。
　この場合、どのタッチセンサによりタッチ操作が検出されたかにより、デジタルスチル
カメラ１及び雲台１０による撮像システム側で、ユーザが、正面、右方、左方のうちのど
の方向からタッチ操作を行ったかを判別できる。
　ここでは、３つのタッチ領域６０ｂ～６０ｄを形成した場合を例示しているが、もちろ
ん、より多数のタッチセンサを備え、多数のタッチ領域で、より細かくタッチ操作が行わ
れた方向を判定できるようにしてもよい。
【００２９】
　また、図示しないが、雲台１０には、マイクロホン及び音声入力回路系を有する音声入
力部（後述の音声入力部６２）が設けられる場合がある。
　また雲台１０には、撮像レンズ、イメージセンサ、撮像信号処理系などを備えた撮像部
（後述の撮像部６３）が設けられる場合もある。
　さらに雲台１０には、ＬＥＤ等の発光表示部、液晶パネル等による表示部、スピーカ及
び音声出力回路等による音声出力部等が、後述するレリーズ予告実行部６４として設けら
れる場合もある。
　それらについては逐次後述する。
【００３０】
　［１－２：デジタルスチルカメラ］

　図８は、デジタルスチルカメラ１の内部構成例を示したブロック図である。
　光学系部２１は、例えばズームレンズ、フォーカスレンズなども含む所定枚数の撮像用
のレンズ群、絞りなどを備えて成り、入射された光を撮像光としてイメージセンサ２２の
受光面に結像させる。
　また、光学系部２１においては、上記のズームレンズ、フォーカスレンズ、絞りなどを
駆動させるための駆動機構部も備えられる。これらの駆動機構部は、例えば制御部２７が
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実行するズーム（画角）制御、自動焦点調整制御、自動露出制御などのいわゆるカメラ制
御によりその動作が制御される。
【００３１】
　イメージセンサ２２は、上記光学系部２１にて得られる撮像光を電気信号に変換する、
いわゆる光電変換を行う。このために、イメージセンサ２２は、光学系部２１からの撮像
光を光電変換素子の受光面にて受光し、受光された光の強さに応じて蓄積される信号電荷
を、所定タイミングにより順次出力する。これにより、撮像光に対応した電気信号(撮像
信号)が出力される。
　なお、イメージセンサ２２として採用される光電変換素子（撮像素子）としては、特に
限定されるものではないが、現状であれば、例えばＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxid
e Semiconductor）センサやＣＣＤ(Charge Coupled Device)などを挙げることができる。
また、ＣＭＯＳセンサを採用する場合には、イメージセンサ２２に相当するデバイス(部
品)として、次に述べるＡ／Ｄコンバータ２３に相当するアナログ－デジタル変換器も含
めた構造とすることができる。
【００３２】
　上記イメージセンサ２２から出力される撮像信号は、Ａ／Ｄコンバータ２３に入力され
ることで、デジタル信号に変換され、信号処理部２４に入力される。
【００３３】
　信号処理部２４は、例えばＤＳＰ(Digital Signal Processor)で構成され、Ａ／Ｄコン
バータ２３から出力されるデジタル撮像信号について、プログラムに従った所定の信号処
理を施す。
　信号処理部２４は、Ａ／Ｄコンバータ２３から出力されるデジタル撮像信号について、
１つの静止画 (フレーム画像)に相当する単位で取り込みを行う。そして取り込んだ静止
画単位の撮像信号について所定の信号処理を施すことで、１枚の静止画に相当する画像信
号データである撮像画像データ（撮像静止画像データ）を生成する。
　また信号処理部２４は、このようにして取得した撮像画像データを利用して、後述する
被写体検出処理や構図処理のための画像解析処理を実行する場合もある。
【００３４】
　ここで、上記のように信号処理部２４で生成した撮像画像データを画像情報として記録
媒体であるメモリカード４０に記録させる場合には、例えば１つの静止画に対応する撮像
画像データを信号処理部２４からエンコード／デコード部２５に対して出力する。
　エンコード／デコード部２５は、信号処理部２４から出力されてくる静止画単位の撮像
画像データについて、所定の静止画像圧縮符号化方式により圧縮符号化を実行したうえで
、例えば制御部２７の制御に応じてヘッダなどを付加して、所定形式に圧縮された画像デ
ータの形式に変換する。そして、このようにして生成した画像データをメディアコントロ
ーラ２６に転送する。
　メディアコントローラ２６は、制御部２７の制御に従って、メモリカード４０に対して
、転送されてくる画像データを書き込んで記録させる。この場合のメモリカード４０は、
例えば所定規格に従ったカード形式の外形形状を有し、内部には、フラッシュメモリなど
の不揮発性の半導体記憶素子を備えた構成を採る記録媒体である。
　なお、画像データを記録する記録媒体については、上記メモリカード以外の種別、形式
などとされてもよい。例えば光ディスク、ハードディスク、着脱不能に取り付けられたフ
ラッシュメモリチップなどの半導体メモリチップ、ホログラムメモリ等、各種の記録媒体
を採用することもできる。
【００３５】
　また、デジタルスチルカメラ１は、上記信号処理部２４にて得られる撮像画像データを
利用して表示部３３に画像表示を実行させることで、現在撮像中の画像である、いわゆる
スルー画を表示させることができる。
　例えば信号処理部２４は、上述のようＡ／Ｄコンバータ２３から出力される撮像信号を
取り込んで１枚の静止画相当の撮像画像データを生成するが、この動作を継続することで
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、動画におけるフレーム画像に相当する撮像画像データを順次生成していく。そして、こ
のようにして順次生成される撮像画像データを、制御部２７の制御に従って表示ドライバ
３２に対して転送する。
【００３６】
　表示ドライバ３２は、上記のように信号処理部２４から入力されてくる撮像画像データ
に基づいて表示部３３を駆動するための駆動信号を生成し、表示部３３に対して出力して
いく。これにより、表示部３３においては、静止画単位の撮像画像データに基づく画像が
順次的に表示されていく。
　これをユーザが見れば、そのときに撮像している画像が表示部３３において動画的に表
示されることになる。つまり、スルー画が表示される。
【００３７】
　また、デジタルスチルカメラ１は、メモリカード４０に記録されている画像データを再
生して、その画像を表示部３３に対して表示させることも可能とされる。
　このためには、制御部２７が画像データを指定して、メディアコントローラ２６に対し
てメモリカード４０からのデータ読み出しを命令する。この命令に応答して、メディアコ
ントローラ２６は、指定された画像データが記録されているメモリカード４０上のアドレ
スにアクセスしてデータ読み出しを実行し、読み出したデータを、エンコード／デコード
部２５に対して転送する。
【００３８】
　エンコード／デコード部２５は、例えば制御部２７の制御に従って、メディアコントロ
ーラ２６から転送されてきた撮像画像データから圧縮静止画データとしての実体データを
取り出し、この圧縮静止画データについて、圧縮符号化に対する復号処理を実行して、１
つの静止画に対応する撮像画像データを得る。そして、この撮像画像データを表示ドライ
バ３２に対して転送する。これにより、表示部３３において、メモリカード４０に記録さ
れている撮像画像データの画像が再生表示されることになる。
【００３９】
　また表示部３３に対しては、上記のスルー画や画像データの再生画像などとともに、ユ
ーザインターフェース画像（操作画像）も表示させることができる。
　この場合には、例えばそのときの動作状態などに応じて制御部２７が必要なユーザイン
ターフェース画像としての表示用画像データを生成し、これを表示ドライバ３２に対して
出力する。これにより、表示部３３でユーザインターフェース画像が表示される。
　なお、このユーザインターフェース画像は、例えば特定のメニュー画面などのようにモ
ニタ画像や撮像画像データの再生画像とは個別に表示部３３の表示画面に表示させること
も可能であるし、モニタ画像や撮像画像データの再生画像上の一部において重畳・合成さ
れるようにして表示させることも可能である。
【００４０】
　制御部２７は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)を備えて成るもので、ＲＯＭ２８、
ＲＡＭ２９などとともにマイクロコンピュータを構成する。
　ＲＯＭ２８には、例えば制御部２７としてのＣＰＵが実行すべきプログラムの他、デジ
タルスチルカメラ１の動作に関連した各種の設定情報などが記憶される。
　ＲＡＭ２９は、ＣＰＵのための主記憶装置とされる。
　また、この場合のフラッシュメモリ３０は、例えばユーザ操作や動作履歴などに応じて
変更(書き換え)の必要性のある各種の設定情報などを記憶させておくために使用する不揮
発性の記憶領域として設けられるものである。
　なおＲＯＭ２８について、例えばフラッシュメモリなどをはじめとする不揮発性メモリ
を採用することとした場合には、フラッシュメモリ３０に代えて、このＲＯＭ２８におけ
る一部記憶領域を使用することとしてもよい。
【００４１】
　本実施の形態の場合、制御部２７は、自動撮像のために各種の撮像準備処理を行う。
　まず被写体検出処理として、撮像視野を変化させながら信号処理部２４で得られる各フ
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レーム画像から被写体検出を実行し（又は信号処理部２４に実行させ）、デジタルスチル
カメラ１の周囲の被写体を探索する処理を行う。
　また構図処理として、被写体検出に伴い検出された被写体の態様に応じた最適とされる
構図を所定アルゴリズムに従って判定する最適構図判定、及び最適構図判定により求まっ
た最適とされる構図を目標構図とした構図合わせを行う。
　これらの撮像準備処理の後、制御部２７は撮像画像の自動記録を実行せる制御・処理を
行う。
　また撮像実行（レリーズ）に先だって、静止画撮像を行うことをユーザに提示する予告
動作のための制御も行う。
　これらの制御処理については後述する。
【００４２】
　操作部３１は、デジタルスチルカメラ１に備えられる各種操作子と、これらの操作子に
対して行われた操作に応じた操作情報信号を生成して上記制御部２７に出力する操作情報
信号出力部位とを一括して示している。
　各種操作子としては、レリーズボタン３１ａや、図１では省略した電源ボタン、モード
ボタン、ズーム操作ボタン、操作ダイヤル等がある。
　また表示部３３がタッチパネルとして形成される場合、そのタッチセンサ部も、この操
作部３１の具体例の１つとなる。
　さらに、リモートコントローラからのコマンド信号の受信部も、操作部３１の例の一つ
となる。
　制御部２７は、操作部３１から入力される操作情報信号に応じて所定の処理を実行する
。これによりユーザ操作に応じたデジタルスチルカメラ１の動作が実行されることになる
。
　なお、先に雲台１０にタッチセンサが設けられると述べたが、一例としてデジタルスチ
ルカメラ１の筐体にタッチセンサが設けられる場合も考えられる。その場合のタッチセン
サも図示する操作部３１の具体例の１つとなる。
【００４３】
　雲台対応通信部３４は、雲台１０側とデジタルスチルカメラ１側との間での所定の通信
方式に従った通信を実行する部位である。
　例えばデジタルスチルカメラ１が雲台１０に取り付けられた状態において、雲台１０側
の通信部との間で通信信号の送受信を可能とするための物理層構成と、これより上位とな
る所定層に対応する通信処理を実現するための構成とを有して成る。上記物理層構成とし
て、図２との対応では、コネクタ１４と接続されるコネクタの部位が含まれる。
【００４４】
　また雲台１０側からの充電を可能とすべく、上記の各コネクタには通信信号のやり取り
を行うための端子のみでなく充電用電力の伝送のための端子も設けられる。図示は省略し
たが、デジタルスチルカメラ１には、バッテリーを着脱可能に装着するためのバッテリー
装着部が設けられており、該装着部に装着されたバッテリーに対し、上記雲台１０側から
伝送された電力に基づく充電が行われるようになっている。
【００４５】
　またデジタルスチルカメラ１には、音声入力部３５が設けられる場合がある。後述する
要求対応撮像モードへのトリガ入力として、例えば特定の言葉の声や特定の音（例えば手
を叩く音など）の入力を検出する場合に用いられる。
　音声入力部３５としては、マイクロホン、マイクアンプを含む音声信号処理回路、特定
の音を判定する音声解析部などを有する。なお、音声解析は、制御部２７が実行するもの
としてもよい。
　さらにレリーズタイミングの判断として、特定の言葉の声や特定の音の入力を判別する
場合にも音声入力部３５が設けられる。
【００４６】
　またデジタルスチルカメラ１には、レリーズ予告実行部３６が設けられる場合がある。
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後述するレリーズ予告動作を実行する部位である。
　レリーズ予告実行部３６は、ユーザに表示や音声などで静止画撮像を行うことを提示で
きる装置部であればよい。
　例えば所定の発光パターンにより予告を行うべく、ＬＥＤなどの発光素子及びその発光
駆動回路による発光動作部とされる場合が考えられる。
　或いはデジタルスチルカメラ１の筐体正面側に設けられる液晶表示部等として特定の文
字表示、色表示、パターン表示等により予告を行う表示部とされてもよい。
　また、電子音、ビープ音、メッセージ音声などで予告を行うものとして、音声信号発生
部、アンプ、スピーカ等から成る音声出力部とされてもよい。
　さらには、これらが併用されてもよい。
【００４７】
　［１－３：雲台］

　図９は、雲台１０の内部構成例を示している。
　先の図６に示したように、雲台１０には電源端子部ｔ－Ｖｉｎとビデオ端子部ｔ－Ｖｉ
ｄｅｏとが設けられている。
　電源端子部ｔ－Ｖｉｎを介して入力された電力は、電源回路６１を介した後、雲台１０
内の必要な各部の動作電力として供給される。また、電源回路６１においては、デジタル
スチルカメラ１に対する充電用電力が生成され、該充電用電力は通信部５２（コネクタ）
を介してデジタルスチルカメラ１側に供給される。
　また、上記ビデオ端子部ｔ－Ｖｉｄｅｏには、デジタルスチルカメラ１側から伝送され
た映像信号が通信部５２→制御部５１を介して供給される。
【００４８】
　なお、ここでは、雲台１０の各部の動作電力は上記電源入力端子ｔ－Ｖｉｎを介しての
み供給されるかのように示しているが、実際には雲台１０には、電池の装着部が設けられ
、該装着部に装着された電池から各部の動作電力を供給することが可能に構成されている
。
【００４９】
　また、本実施の形態の雲台１０には、上記電源端子部ｔ－Ｖｉｎ、上記ビデオ端子部ｔ
－Ｖｉｄｅｏへのケーブルの接続有無を検出するための接続検出部５９が設けられる。ケ
ーブル接続有無の検出機構の具体的な構成については、例えばケーブルの接続／抜き取り
に応じてスイッチがＯＮ／ＯＦＦする構成などを挙げることができる。但し本実施の形態
においては、接続検出部５９としては、ケーブルの接続／抜き取りを識別するための検出
信号を出力するように構成されたものであればよく、その具体的な構成については特に限
定されない。
　上記接続検出部５９による検出信号（電源端子部ｔ－Ｖｉｎについての検出信号とビデ
オ端子部ｔ－Ｖｉｄｅｏについての検出信号）は、制御部５１に対して供給される。
【００５０】
　また雲台１０は、先に述べたようにパン・チルト機構を備えるものであり、これに対応
する部位として、図９にパン機構部５３、パン用モータ５４、チルト機構部５６、チルト
用モータ５７を示している。
　パン機構部５３は、雲台１０に取り付けられたデジタルスチルカメラ１について、図４
に示したパン（横・左右）方向の動きを与えるための機構を有して構成され、この機構の
動きは、パン用モータ５４が正逆方向に回転することによって得られる。
　同様にして、チルト機構部５６は、雲台１０に取り付けられたデジタルスチルカメラ１
について、図５に示したチルト（縦・上下）方向の動きを与えるための機構を有して構成
され、この機構の動きは、チルト用モータ５７が正逆方向に回転することによって得られ
る。
【００５１】
　制御部５１は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどが組み合わされて形成されるマイク
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ロコンピュータによって成り、パン機構部５３、チルト機構部５６の動きをコントロール
する。
　例えば制御部５１がパン機構部５３の動きを制御するときには、移動させるべき方向と
移動速度を指示する信号をパン用駆動部５５に対して出力する。パン用駆動部５５は、入
力される信号に対応したモータ駆動信号を生成してパン用モータ５４に出力する。このモ
ータ駆動信号は、例えばモータがステッピングモータであれば、ＰＷＭ制御に対応したパ
ルス信号となる。
　このモータ駆動信号により、パン用モータ５４が例えば所要の回転方向、回転速度によ
り回転し、この結果、パン機構部５３も、これに対応した移動方向と移動速度により動く
ようにして駆動される。
　同様に、チルト機構部５６の動きを制御するときには、制御部５１は、チルト機構部５
６に必要な移動方向、移動速度を指示する信号をチルト用駆動部５８に対して出力する。
チルト用駆動部５８は、入力される信号に対応したモータ駆動信号を生成してチルト用モ
ータ５７に出力する。このモータ駆動信号によりチルト用モータ５７が、例えば所要の回
転方向及び回転速度で回転し、この結果、チルト機構部５６も、これに対応した移動方向
，速度により動くようにして駆動される。
【００５２】
　ここで、パン機構部５３は、ロータリーエンコーダ（回転検出器）５３ａを備えている
。ロータリーエンコーダ５３ａは、パン機構部５３の回転の動きに応じて、その回転角度
量を示す検出信号を制御部５１に出力する。同様に、チルト機構部５６はロータリーエン
コーダ５６ａを備える。このロータリーエンコーダ５６ａも、チルト機構部５６の回転の
動きに応じて、その回転角度量を示す信号を制御部５１に出力する。
　これにより制御部５１は、駆動中のパン機構部５３、チルト機構部５６の回転角度量の
情報をリアルタイムに取得（モニタ）できるようにされている。
【００５３】
　通信部５２は、雲台１０に取り付けられたデジタルスチルカメラ１内の雲台対応通信部
３４との間で所定の通信方式に従った通信を実行する部位である。
　この通信部５２は、雲台対応通信部３４と同様に、相手側通信部と有線若しくは無線に
よる通信信号の送受信を可能とするための物理層構成と、これより上位となる所定層に対
応する通信処理を実現するための構成とを有して成る。上記物理層構成として、図２との
対応では、カメラ台座部１２のコネクタ１４が含まれる。
【００５４】
　操作部６０は、具体的には、先の図４や図６に示したメニューボタン６０ａとしての操
作子と、この操作子に対して行われた操作に応じた操作情報信号を生成して制御部５１に
出力する操作情報信号出力部位とを一括して示している。制御部５１は、操作部６０から
入力される操作情報信号に応じて所定の処理を実行する。
　なお、図７において雲台１０にはタッチセンサが設けられる場合があると述べたが、そ
のタッチセンサも操作部６０の一例となる。その場合、タッチセンサによるタッチ操作の
検出信号は制御部５１に供給される。
　さらに、雲台１０についてリモートコントローラが用意される場合は、そのリモートコ
ントローラからのコマンド信号の受信部も、操作部６０の例の一つとなる。
【００５５】
　また雲台１０には、音声入力部６２が設けられる場合がある。音声入力部６２は、後述
する要求対応撮像モードへのトリガ入力として、例えば特定の言葉の声や特定の音（例え
ば手を叩く音など）の入力を検出するために設けられる。
　音声入力部６２としては、マイクロホン、マイクアンプを含む音声信号処理回路、特定
の音を判定する音声解析部などを有する。なお、音声解析は、制御部５１が実行するもの
としてもよい。
　さらにデジタルスチルカメラ１でのレリーズタイミングの判断として、特定の言葉の声
や特定の音の入力を判別する場合に対応するために、雲台１０側に音声入力部６２が設け
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られる場合もある。
【００５６】
　また雲台１０には、撮像部６３が設けられる場合がある。撮像部６３は、要求対応撮像
モードへのトリガ入力として、特定の被写体状態、例えば被写体側のユーザの特定のポー
ズや目線などを検出するために設けられる。
　撮像部６３は、光学系部、イメージセンサ、Ａ／Ｄコンバータ、信号処理部、画像解析
部などを備える。なお画像解析は、制御部５１が実行するものとしてもよい。
　さらにデジタルスチルカメラ１でのレリーズタイミングの判断として、特定の被写体状
態を判別する場合、雲台１０側に撮像部６３が設けられる場合もある。
【００５７】
　また雲台１０には、レリーズ予告実行部６４が設けられる場合がある。後述するレリー
ズ予告動作を実行する部位である。
　レリーズ予告実行部６４は、ユーザに表示や音声などで静止画撮像を行うことを提示で
きる装置部であればよい。
　例えば所定の発光パターンや発光周期により予告を行うべく、発光部（例えばＬＥＤ）
及びその発光駆動回路による発光動作部とされる場合が考えられる。
　或いはデジタルスチルカメラ１の筐体正面側に設けられる液晶表示部等として特定の文
字表示、色表示、パターン表示等により予告を行う表示部とされてもよい。
　また、電子音、ビープ音、メッセージ音声などで予告を行うものとして、音声信号発生
部、アンプ、スピーカ等から成る音声出力部とされてもよい。
　さらには、これらが併用されてもよい。
　なお、レリーズ予告動作として、パン、チルトを組み合わせた所定の動作を行うことも
考えられる。その場合は、パン機構部５３、チルト機構部５６がレリーズ予告実行部６４
として実際の動作を行うこととなる。
【００５８】
＜２．機能構成例＞

　次に、図１０のブロック図により、本実施の形態の撮像システムを成すデジタルスチル
カメラ１及び雲台１０についての、ハードウェア及びソフトウェア（プログラム）により
実現される機能構成例を示す。
　この機能構成例は、本例の撮像システムの撮像動作制御を行う撮像制御装置を実現する
構成となり、主に、デジタルスチルカメラ１における制御部２７、雲台１０における制御
部５１等のハードウエア構成と、それらで起動されたソフトウエアモジュールが連関して
形成される制御処理機能である。図１０では、後述する自動撮像モードと要求対応撮像モ
ードの処理のために必要な制御機能を、機能毎にブロック化して示している。
　なお、機能構成例は各種多様に考えられるが、図１０では一例を示し、他の各種の例は
図３１以降で後述する。
【００５９】
　図１０に示すように、デジタルスチルカメラ１（制御部２７）側は、撮像記録制御部８
１、撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３、レリーズ予告動作制御部８４、通信
処理部８５，モードシーケンス制御部８６、トリガ受付部８９を備える。
　また雲台１０（制御部５１）側は、例えば通信処理部７１、パン・チルト制御部７２、
トリガ検出部７３を有している。
【００６０】
　まずデジタルスチルカメラ１側において、撮像記録制御部８１は、撮像により得られた
画像を画像信号のデータ（撮像画像データ）として得て、この撮像画像データを記録媒体
に記憶するための制御処理を実行する部位である。また撮像記録制御部８１は、記録した
静止画データの再生、表示動作、或いは撮像時のスルー画の表示動作等のための制御も行
う。
　即ち撮像記録制御部８１は、図８の光学系部２１、イメージセンサ２２、Ａ／Ｄコンバ



(17) JP 5651951 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

ータ２３、信号処理部２４、エンコード／デコード部２５、メディアコントローラ２６、
表示ドライバ３２等の制御を行う。即ち、光学系部２１のレンズ駆動制御、イメージセン
サ２２の撮像動作、撮像信号処理、記録再生処理等を指示し、静止画撮像を実行させるな
ど、デジタルスチルカメラ１の基本動作を制御する機能部位である。
【００６１】
　撮像準備処理部８２は、自動撮像モードと要求対応撮像モード、即ちユーザのレリーズ
操作によらない静止画撮像を実行する際の撮像準備処理を行う機能部位である。
　撮像準備処理の１つとしては被写体検出処理がある。これは、雲台１０によるパン、チ
ルト動作を実行させながら、信号処理部２４で得られる各フレーム画像を確認し、撮像視
野内に被写体（例えば人の顔）が入るようにする処理である。このために、撮像準備処理
部８２は、必要な雲台１０のパン・チルト動作の判断や、フレーム画像データの画像解析
による人物検出、顔検出等の処理を行う。
　また撮像準備処理の１つとして構図処理がある。構図処理とは、撮像視野内における被
写体画像の配置について最適状態か否かを判断し（構図判定）、またその構図を調整する
処理（構図合わせ）である。この構図の調整のために撮像準備処理部８２は、必要な雲台
１０のパン・チルト動作の判断や、光学系部２１におけるズームレンズ駆動の判断等を行
う。
【００６２】
　なお、上記の被写体検出処理や構図処理のための画像解析を行う処理機能は、制御部２
７ではなく信号処理部２４としてのＤＳＰ(Digital signal Processor)に実行させること
もできる。従って撮像準備処理部８２としての機能部は、制御部２７、信号処理部２４と
してのＤＳＰの一方又は両方に与えるプログラム、インストラクションにより実現できる
。
【００６３】
　撮像視野可変制御部８３は、実際に撮像視野を変化させる動作を制御する機能部位であ
る。撮像視野の変化は、雲台１０のパン・チルト、もしくは光学系部２１のズーム動作に
より行われる。従って撮像視野可変制御部８３は、パン・チルト制御、ズーム制御を行う
機能部位となる。
　デジタルスチルカメラ１を用いてカメラマンが手動で撮像を行う場合は、撮像視野可変
制御部８３は、例えばカメラマンのズーム操作に応じてズームレンズ駆動を制御すること
となる。
　また後述する自動撮像モードや要求対応撮像モードの場合、撮像視野可変制御部８３は
、撮像準備処理部８２での判断・指示に応じて、ズーム駆動制御、パン駆動制御、チルト
駆動制御を行う。パン駆動制御、チルト駆動制御については、通信処理部８５を介して雲
台１０側にパン・チルト制御信号を送信することになる。
　特に構図合わせ等の実行時には、撮像準備処理部８２が判定するパン・チルトの移動量
に応じて、雲台１０に当該移動量を指示するパン・チルト制御信号を出力する。
　また、撮像準備処理部８２で判定されるズーム倍率に応じて、光学系部２１のズーム動
作を駆動制御する。
【００６４】
　レリーズ予告動作制御部８４は、後述するレリーズ予告の実行動作を制御する。
　例えば図８、図９で説明したようにデジタルスチルカメラ１、雲台１０の一方又は両方
にレリーズ予告実行部３６、６４が設けられる場合がある。レリーズ予告動作制御部８４
は、これらのレリーズ予告実行部３６，６４において音声出力、発光出力、表示出力を実
行させる制御を行う。
　またレリーズ予告動作をデジタルスチルカメラ１の挙動で実行する場合は、その挙動を
実現するために雲台１０側にパン・チルト制御信号を供給する。
【００６５】
　通信処理部８５は、雲台１０側に備えられる通信処理部７１との間で所定の通信プロト
コルに従って通信を実行するための部位となる。
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　上記の撮像視野可変制御部８３が生成したパン・チルト制御信号は、通信処理部６４の
通信により、雲台１０の通信処理部７１に対して送信される。
【００６６】
　モードシーケンス制御部８６は、自動撮像モードと要求対応撮像モードとして、ユーザ
のレリーズ操作によらない自動的な静止画撮像を行う場合に、その各モード動作のシーケ
ンスを制御する。
　即ち、自動撮像モードと要求対応撮像モードのそれぞれにおいて、撮像記録制御部８１
、撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３、レリーズ予告動作制御部８４による制
御処理を所定の手順で適宜実行させ、各モードの静止画撮像動作を実現する。
　このモードシーケンス制御部８６は、本発明請求項にいう「要求対応撮像制御部」とし
ての機能を含むものである。
　トリガ受付部８９は、例えば雲台１０側のトリガ検出部７３が検知したトリガ入力を、
通信処理部７１，８５による通信を介して認識し、これを自動撮像モードから要求対応撮
像モードへの切換入力として受け付ける機能部位である。トリガ受付部８９は、トリガ受
付をモードシーケンス制御部８６に通知する。なお、トリガ受付部８９の機能は、モード
シーケンス制御部８６の一機能としてとらえても良い。
【００６７】
　次に雲台１０側において、通信処理部７１は、デジタルスチルカメラ１側の通信処理部
８５との間での通信を実行するための部位である。
　上記のパン・チルト制御信号を受信した場合には、このパン・チルト制御信号をパン・
チルト制御部７２に出力する。
【００６８】
　パン・チルト制御部７２は、例えば図９に示した雲台１０側の制御部５１が実行する制
御処理のうちで、パン・チルト制御に関する処理の実行機能となる。
　このパン・チルト制御部７２は、入力したパン・チルト制御信号に応じて、図９に示し
たパン用駆動部５５、チルト用駆動部５８を制御する。これにより、例えば被写体検出処
理のためのパンニング、チルティングや、構図処理による、最適な水平視野角と垂直視野
角を得るためのパンニング、チルティング等が行われる。
【００６９】
　トリガ検出部７３は、自動撮像モードから要求対応撮像モードへ移行するためのトリガ
入力を検出する機能部位である。
　一例として、当該トリガ入力は、図７のように雲台１０に設けられるタッチ領域６０ｂ
へのタッチ操作であるとした場合、トリガ検出部７３は、そのタッチセンサへの入力を検
知する機能となる。
　また、前述のように、タッチ入力以外に、図９の音声入力部６２，撮像部６３からトリ
ガ入力を検出する構成とする場合は、それらのトリガ入力を監視・検知する処理を行う。
　このトリガ検出部７３は、トリガ入力を検知した場合、通信処理部７１からデジタルス
チルカメラ１のモードシーケンス制御部８６に、トリガ検出信号を送信する。
【００７０】
＜３．自動撮像処理＞

　実施の形態としての動作シーケンスを説明する前に、自動撮像モードでの撮像処理につ
いて図１１（ａ）で説明しておく。
　自動撮像モードでは、本例の撮像システムが、撮像準備として、被写体検出（探索）、
最適構図判定、構図合わせの各動作により、被写体検出で検出された被写体の態様に応じ
て判定した最適とされる構図を目標構図とした自動構図合わせ動作を行う。そして所定の
条件で自動的にレリーズ処理を行う。これにより、カメラマンの操作を不要として、適切
な静止画撮像が行われるものである。
　図１１（ａ）は自動撮像モード動作として、図１０のモードシーケンス制御部８６の指
示にしたがって、各機能部位が所定の処理を行う手順を示している。
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【００７１】
　自動撮像モードでの撮像動作が開始されると、図１１（ａ）のステップＦ１として、撮
像画像データの取り込みが開始される。
　即ち撮像記録制御部８１が、イメージセンサ２２、信号処理部２４による撮像画像デー
タの各フレーム毎の取り込みを開始させる。
【００７２】
　ステップＦ２で被写体検出処理、ステップＦ３で構図処理を行う。
　被写体検出処理、構図処理（最適構図判定、構図合わせ）は、撮像準備処理部８２の機
能（具体的には制御部２７、及び／又は信号処理部２４の処理）により実行される。
【００７３】
　ステップＦ１で撮像画像データの取り込みが開始された以降は、信号処理部２４は、イ
メージセンサ２２による撮像画像データとして、１枚の静止画に相当するフレーム画像デ
ータを順次取得する。
　撮像準備処理部８２は、被写体検出処理として、各フレーム画像データから、人物の顔
に相当する画像部分を検出する処理を行う。
　なお、被写体検出処理は、全フレーム毎に実行しても良いし、予め定められた所定のフ
レーム数間隔ごとに実行してもよい。
【００７４】
　本例の場合における被写体検出処理では、例えばいわゆる顔検出技術を利用して、画像
内から検出した被写体ごとにその顔の画像部分の領域に対応して顔枠を設定する。その上
で、当該顔枠の数、サイズ、位置など情報から、画枠内における被写体数、各被写体のサ
イズやそれぞれの画枠内での位置の情報を得る。
　なお、顔検出の手法についてはいくつか知られているが、本実施の形態において、どの
ような検出手法を採用するのかについては特に限定されるべきものではなく、検出精度や
設計難易度などを考慮して適宜適切とされる方式が採用されるようにすればよい。
【００７５】
　ステップＦ２での被写体検出処理としては、先ずはデジタルスチルカメラ１の周囲に存
在する被写体の探索を行う。
　具体的に、この被写体の探索としては、デジタルスチルカメラ１における制御部２７（
撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）が、雲台１０に対するパン・チルト制御
や光学系部２１に対するズーム制御を行うことによって、撮像視野を変化させながら、例
えば信号処理部２４（又は制御部２７）での画像解析による被写体検出を実行させること
行う。
　このような被写体探索は、撮像画像データとしてのフレーム画像に被写体が検出される
まで実行される。そしてフレーム画像内、つまりその時点の撮像視野に被写体（人物の顔
）が存在する状態が得られたことに応じて終了する。
【００７６】
　被写体検出処理が終了した後、制御部２７（撮像準備処理部８２）は、ステップＦ３で
構図処理を行う。
　具体的には、構図処理としては、まずその時点の構図が最適な状態か否かを判定する。
この場合、被写体検出結果に基づく画構造の判定（この場合は画枠内における被写体数、
被写体サイズ、被写体位置の判定など）を行った上で、該画構造判定により判定した画構
造の情報に基づき、所定アルゴリズムに従って最適とされる構図を判定する。
　ここで、この場合の構図は、パン・チルト・ズームの各撮像視野によって決定づけられ
るものであり、従って当該最適な構図か否かの判定処理によっては、その判定結果として
、上記被写体検出結果（画枠内での被写体の態様）に応じた最適な撮像視野とするための
パン・チルト・ズームの制御量の情報が得られるものとなる。
【００７７】
　そして構図が最適な状態でなければ、構図合わせとして、最適な構図状態とすべく、パ
ン・チルト制御、ズーム制御を行うこととなる。
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　具体的に制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）は、構図合わせ
制御として、最適構図判定処理により求まったパン・チルトの各制御量の変更の情報を雲
台１０側の制御部５１に指示する。
　これに応じて雲台１０の制御部５１は、指示された制御量に応じたパン機構部５３・チ
ルト機構部５６についての移動量を求め、この求めた移動量のパン駆動、チルト駆動が行
われるように、パン用駆動部５５、チルト用駆動部５８に対する制御信号の供給を行う。
　また、制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）は、最適構図判定
処理により求まったズームについての画角の情報を、光学系部２１に指示することで、該
指示した画角が得られるように光学系部２１によるズーム動作を実行させる。
【００７８】
　なお、構図処理で最適構図の状態ではないと判断され、構図合わせとして、パン・チル
ト、ズーム制御を行った場合は、ステップＦ３からステップＦ２の被写体検出処理からや
り直す。パン・チルト、ズーム動作により、或いは人物の動きにより、被写体が撮像視野
から外れることもあるためである。
【００７９】
　制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、最適な構図が得られた場合は、ステッ
プＦ４でレリーズタイミング判定処理を行う。
　例えば、被写体が笑顔などの所定の状態となることを条件としてレリーズを行うものと
することが考えられる。
　なお、ステップＳ４によるレリーズタイミング判定処理にてレリーズタイミングがＯＫ
とならない場合も有り得るが、その場合、ステップＳ１の被写体検出からやり直すことに
なる。被写体人物の動き等により被写体が撮像視野から外れたり、或いは構図が崩れる場
合があるためである。
【００８０】
　レリーズタイミング判定処理によってレリーズ条件が成立したとされた場合は、ステッ
プＦ５のレリーズ処理として、撮像画像データの自動記録を行う。具体的に制御部２７（
撮像記録制御部８１）は、エンコード／デコード部２５及びメディアコントローラ２６に
対する制御を行って、その時点で得られている撮像画像データ（フレーム画像）のメモリ
カード４０への記録を実行させる。
【００８１】
　以上の図１１（ａ）のようにして本実施の形態の撮像システムでは、制御部２７による
制御・処理に基づき、自動撮像モードでの静止画撮像が実現される。
　なお、図１１（ｂ）の処理は、後に第４の実施の形態として説明する。
【００８２】
＜４．第１の実施の形態の撮像動作＞

　上記図８，図９のデジタルスチルカメラ１、雲台１０の構成において、上記図１０の機
能構成に基づいて実現される第１の実施の形態としての動作を図１２で説明する。
　なお、図１０の機能構成を前提とする場合、図１２の処理はデジタルスチルカメラ１の
制御部２７の処理と考えることができる。
【００８３】
　ユーザによる操作、例えば電源オン操作、及び表示部３３での操作メニュー画面に対す
る操作等により、自動撮像が指示されることで、本例のシステムによる自動撮像モードの
動作が開始される。
　ユーザによる自動撮像モードの開始操作に応じて、制御部２７（モードシーケンス制御
部８６）は、図１２のステップＦ１０１からＦ１０２に処理を進め、自動撮像モード処理
を開始する。
　即ち制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、上述した図１１（ａ）の処理によ
り、自動的な静止画撮像を実行させる。
【００８４】
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　実際にユーザから見える撮像システムの挙動としては、雲台１０によってデジタルスチ
ルカメラ１が自動的にパン・チルト動作を行い、またズーム動作を行いながら、被写体を
探索し、任意の時点で静止画撮像を行うものとなる。つまりカメラマンが存在せずに、撮
像システムが勝手に被写体を決めて静止画撮像を行っているように見える。
　この場合、カメラマンが存在しないことで、ユーザが撮影を意識しない自然な雰囲気の
静止画撮像が行われやすいものとなる。
【００８５】
　ここで、制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、ステップＦ１０２での自動撮
像モードの処理を実行している期間は、ステップＦ１０３で、要求対応撮像モードへのト
リガ入力を監視している。
　図１１（ａ）には示していないが、図１１（ａ）のステップＦ２～Ｆ４までの期間内で
、トリガ入力の有無を確認することになる。
　この第１の実施の形態では、図７（ａ）のように雲台１０にタッチ領域６０ｂが形成さ
れ、ユーザのタッチ領域６０ｂへのタッチ操作が、要求対応撮像モードへのトリガ入力で
あるとして説明する。
【００８６】
　また特にトリガ入力が検知されなければ、図１２のステップＦ１０４で自動撮像終了と
判断されるまで、ステップＦ１０２での自動撮像モードでの静止画撮像が継続される。図
１１（ａ）のステップＦ２～Ｆ４までの期間内では、トリガ入力の有無を確認することに
加え、ユーザの終了操作も監視していることになる。
　ユーザが所定の操作を行って自動撮像終了を指示した場合は、制御部２７（モードシー
ケンス制御部８６）は、図１２の処理をステップＦ１０４からＦ１０５に進め、所定の終
了処理を行って一連の動作を終了させる。
【００８７】
　自動撮像モード中に、ユーザが雲台１０のタッチ領域６０ｂにタッチ操作を行うと、雲
台１０における制御部５１（トリガ検出部７３）がこれを検知し、トリガ検出信号を制御
部２７（トリガ受付部８９、モードシーケンス制御部８６）に送信する。
　これによりトリガ入力があったことを認識し、受け付けると、制御部２７（モードシー
ケンス制御部８６）は、図１２の処理をステップＦ１０３からＦ１０６に進め、要求対応
撮像モードの動作制御を行う。
　ステップＦ１０６～Ｆ１０９が要求対応撮像モードの処理となる。
【００８８】
　ステップＦ１０６では、制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）
は被写体検出処理を行う。
　またステップＦ１０７では、制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８
３）は、構図処理を行う。
　この被写体検出処理、及び構図処理は、撮像要求に応じた撮像視野を決定する処理とな
る。
【００８９】
　一例として、ステップＦ１０６の被写体検出処理、ステップＦ１０７の構図処理は、自
動撮像モードにおける図１１（ａ）のステップＦ２の被写体検出処理、ステップＦ３の構
図処理と、同一のアルゴリズムによる処理とすることが考えられる。
　ここで、要求対応撮像モードとは、ユーザの要求に応じて静止画撮像を行うモードであ
る。従って、そのためには、撮像要求（タッチ操作）を行ったユーザを被写体として捉え
ることが必要である。これが撮像要求に応じた撮像視野を決定する処理と言える。
　図７（ａ）のように雲台１０の本体部１１の正面側にタッチ領域６０ｂが設定されてい
る場合、撮像要求（タッチ操作）を行ったユーザは、撮像システムの正面側に居ると想定
される。
　従って、被写体検出のアルゴリズムが、まず初期位置として正面方向（図４のパン基準
位置）のパン状態とし、また図５のチルト基準位置とするアルゴリズムであれば、その状



(22) JP 5651951 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

態から被写体検出・構図処理を行えば、殆どの場合、当該ユーザを撮像視野に捉えること
ができると考えられる。このことから、ステップＦ１０６の被写体検出処理、ステップＦ
１０７の構図処理は、自動撮像モード時と同様のアルゴリズムによる処理を初期状態から
開始するものとすればよい。
【００９０】
　但し、要求対応撮像モードとしての効果的な静止画撮像を行うためには、自動撮像モー
ド時とは異なるアルゴリズムで被写体検出・構図処理を行うことが適切な場合もある。そ
のような各種の例については、変形例として後述する。
【００９１】
　ステップＦ１０６，Ｆ１０７での処理で、最適な構図が得られた場合は、ステップＦ１
０８で制御部２７（レリーズ予告動作制御部８４）は、レリーズ予告処理を行う。
　図８で述べたように、デジタルスチルカメラ１側にレリーズ予告実行部３６が設けられ
ている場合、制御部２７（レリーズ予告動作制御部８４）は、レリーズ予告実行部３６に
所定の動作を実行させる。
　例えばレリーズ予告実行部３６に、ＬＥＤ点滅表示を実行させたり、特定の点滅周期、
点滅パターンでＬＥＤを発光させたり、電子音を発生させたり、或いは「はいチーズ」等
のメッセージ音声を発生させるなどの制御を行う。
　また、レリーズ予告をパン・チルト動作による挙動、例えばデジタルスチルカメラ１が
震えたり、うなずくような挙動を行うことで表現する場合は、レリーズ予告動作制御部８
４は撮像視野可変制御部８３に指示して、そのような挙動を実現するパン・チルト制御信
号を雲台１０側に送信させる。
　もちろんこれらを併用したレリーズ予告を行っても良い。
　レリーズ予告によって、ユーザは、予測されるレリーズタイミングまでにポーズをした
り、表情をつくることなどが可能となる。
【００９２】
　そしてレリーズ予告の後、ステップＦ１０９で制御部２７（撮像記録制御部８１）は、
レリーズ処理を行い、静止画データをメモリカード４０に記録させる。
　ここで制御部２７（撮像記録制御部８１）は、レリーズ予告動作の実行後又は実行開始
後、所定の静止画撮像条件を満たしたときに、レリーズ処理を行って静止画撮像動作を実
行させることが考えられる。
　例えば特定の音声入力があったとき、撮像画像から特定の被写体状態が判定されたとき
、或いはレリーズ予告動作の実行後又は実行開始後、所定の時間を経過したときなどに、
上記の静止画撮像条件が満たされたと判断することが想定される。
　特定の音声入力があったときとは、例えばユーザの発する特定の言葉、手を叩く音、口
笛の音などを検出する。
　特定の被写体状態とは、構図処理で捉えている被写体が笑顔になるなど、特定の表情と
なったことや、特定のジェスチャ、例えば撮像システムに向かって手を振る、手を挙げる
、手を叩く、ピースサインをする、撮像システムに向かってウインクや注視をするなどの
挙動を行った状態を検出する。
　所定の時間の経過とは、例えばレリーズ予告動作の実行後又は実行開始の時点から所定
時間（例えば数秒）の経過とする。
　制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、これらを静止画撮像条件として必要な
検出処理を行い、静止画撮像条件が整ったときに、撮像記録制御部８１の制御でレリーズ
処理（つまり静止画の記録）が行われるようにしてもよい。
　制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、静止画撮像後、処理をステップＦ１０
２に戻し、要求対応撮像モードを終了して、再び自動撮像モードとしての処理を行う。
【００９３】
　この図１２の処理が行われることで、自動撮像モードで静止画撮像が行われている場合
において、ユーザは、撮ってもらいたいと思ったときにタッチ操作をすればよい。すると
、要求対応撮像モードの動作により、そのユーザの要求に応じて静止画撮像が行われる。
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このときレリーズ予告も行われることで、ユーザは、撮ってもらいたい表情、目線、姿等
で撮影されることができる。
　即ち本実施の形態によれば、自動撮像モードでの撮像により、自然な表情、姿、光景等
を撮像できることに加え、要求対応撮像モードでの撮像により、ユーザの要望に応じた撮
像を行うこともできる。即ちユーザが意図する静止画撮像や記念撮影などである。
　これによって、カメラマンが不要な自動的な撮像として、カメラマンが撮像する場合と
同等の、多様な静止画撮像を行うことができる。
【００９４】
＜５．第１実施の形態の変形例＞
　［５－１：要求対応撮像モードへのトリガ］

　以下、上記第１の実施の形態の変形例を各種説明していく。まず、ここでは要求対応撮
像モードへのトリガ入力について述べる。
　上記説明では雲台１０へのユーザのタッチ操作をトリガ操作と認識する例を述べた。タ
ッチ操作としては、デジタルスチルカメラ１の筐体上にタッチ領域を設け、ユーザがデジ
タルスチルカメラ１のタッチ領域に触れることで、撮像システムがトリガ操作を認識する
ものとしても良い。その場合の機能構成については図３１で後述する。
【００９５】
　また、ユーザのトリガ入力のための操作としては、雲台１０又はデジタルスチルカメラ
１に操作ボタンを設け、その操作ボタンの操作をトリガ入力としてもよい。
　さらに、赤外線や電波を利用した無線方式、又は有線方式のリモートコントローラを用
いた操作で、ユーザがトリガ操作を行うことができるようにしてもよい。
【００９６】
　また、トリガ検出部７３は、特定の音声入力をトリガ入力として検知することも考えら
れる。例えば図９で説明したように雲台１０に音声入力部６２を備えるようにし、制御部
５１（トリガ検出部７３）が、特定の音声入力を認識する。
　特定の音声入力とは、或る言葉、例えばユーザが発する「撮って！」という言葉として
り、手を叩いた音などとする。
　音声入力部３５又はトリガ検出部７３では、入力音声信号の解析処理を行い、これらの
特定の音声入力があったか否かを判別する。そして特定の音声入力があったら、トリガ入
力がなされたと認識するようにする。
　例えば以上のような各種のトリガ検知に応じて、デジタルスチルカメラ１側の制御部２
７にトリガ受付部８９が要求対応撮像モードへのトリガを受け付けることができる。
　なお、デジタルスチルカメラ１側の制御部２７にトリガ受付部８９に加えてトリガ検出
部としての機能を備えるようにした場合も、図８で述べた音声入力部３５が設けられてい
ることで、このような特定の音声入力によるトリガ入力の検知、要求対応撮像モードへの
トリガとしての受け付けが可能となる。
【００９７】
　またトリガ検出部７３は、撮像画像から特定の被写体状態が判定されたらトリガ入力が
あったと検知することも考えられる。
　例えば図９で説明したように雲台１０に撮像部６３を備えるようにし、制御部５１（ト
リガ検出部７３）が、撮像画像から検出される特定の被写体状態をトリガ入力と認識する
。
　特定の被写体状態とは、特定のジェスチャ、例えば撮像システムに向かって手を振る、
手を挙げる、手を叩く、ピースサインをする、撮像システムに向かってウインクするなど
の挙動が考えられる。或いは、ユーザが撮像システムを注視するなども考えられる。
　撮像部６３又はトリガ検出部７３は、撮像画像の画像解析処理により、これらユーザの
特定のジェスチャを判定したり、或いはユーザの目線を判定する。そして特定の被写体状
態が検出されたら、トリガ入力がなされたと認識するようにする。
　なお、デジタルスチルカメラ１側の制御部２７にトリガ受付部８９に加えてトリガ検出
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部としての機能を備えるようにした場合は、信号処理部２４での画像解析、即ち被写体検
出処理の過程で、このような特定の被写体状態としての挙動や目線等を認識できるため、
特定の被写体状態によるトリガ入力の検知、及び要求対応撮像モードへのトリガとしての
受け付けが可能となる。
【００９８】
　［５－２：要求方向へのパン・チルト］

　次に、要求対応撮像モードとなった場合の撮像準備処理の例を述べる。
　図１３に処理例のフローチャートを示す。図１２と同一の処理ステップは同一のステッ
プ番号を付し、説明を省略する。
　この図１３の処理では、ステップＦ１０３で要求対応撮像モードへのトリガが検出され
たときに、ステップＦ１０６の被写体検出処理の開始に先立って、ステップＦ１２０，Ｆ
１２１の処理を行う。
【００９９】
　ステップＦ１２０では、制御部２７は、要求方向を判定する。要求方向とは、撮像シス
テムの位置を基準として、トリガ入力を行ったユーザの居る方向、つまりトリガ入力の方
向である。
　ステップＦ１２１では、制御部２７は、要求方向へのパン・チルト制御を行い、デジタ
ルスチルカメラ１の撮像方向が、上記の要求方向に向くようにする。
【０１００】
　具体例を述べる。
　例えばタッチ操作をトリガ入力とする場合、図７（ｂ）のように複数方向に向かってタ
ッチ領域６０ｂ～６０ｄを形成する。
　雲台１０の制御部５１（トリガ検出部７３）は、タッチ操作を検知した場合、トリガ検
出信号とともに、タッチ領域６０ｂ～６０ｄのうちのどれにユーザがタッチしたかの情報
（又はトリガ入力方向の情報）もデジタルスチルカメラ１の制御部２７（トリガ受付部８
９、モードシーケンス制御部８６）に伝える。制御部２７はこれによりステップＦ１２０
の要求方向判定を行う。
　制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）は、トリガ入力方向を判
別したら、ステップＦ１２１で、デジタルスチルカメラ１の撮像方向がトリガ入力方向（
要求方向）に向かうように、パン・チルト制御信号を出力する。これにより雲台１０側で
パン・チルト動作が行われ、ユーザの居る方向にデジタルスチルカメラ１が向く。
【０１０１】
　つまり、撮像準備処理として、あたかもユーザの要求に答えるように、最初に要求方向
にデジタルスチルカメラ１が向くようにする。
　この状態から制御部２７（撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）は、ステッ
プＦ１０６，Ｆ１０７の被写体検出・構図処理を行う。
　これによって、撮像要求したユーザを捉えやすくなり、ユーザの望む静止画撮像が容易
に可能となる。
【０１０２】
　トリガ入力が音声入力による場合も、このような処理は可能である。
　例えば音声入力部３５（又は６２）には、複数のマイクロホンを用意し、各マイクロホ
ンによって得られた各音声信号の相互間の時間差から、上述した特定の音声入力が発せら
れた方向を判別する。
　制御部２７は、ステップＦ１２０で、このように音声入力から要求を行ったユーザの居
る方向を判別することで、ステップＦ１２１での要求方向へのパン・チルト制御が可能と
なる。
　実際の挙動としては、ユーザの呼びかけに撮像システムが反応して、ユーザに振り向く
ようなものとなり、その後、ステップＦ１０６～Ｆ１０９の処理で、そのユーザを含む静
止画撮像が行われるものとなる。
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【０１０３】
　［５－３：要求対応撮像モードで被写体検出を実行しない例］

　要求対応撮像モードで被写体検出を実行しない処理例を図１４、図１５に示す。図１２
と同一の処理ステップは同一のステップ番号を付している。
　まず図１４の処理例は、ステップＦ１０３でトリガ入力が受け付けられたら、制御部２
７は、被写体検出を、行わず、そのときの撮像視野の状態で、ステップＦ１０７の構図処
理を行う例である。
　このステップＦ１０７の構図処理としては、例えばズーム制御のみを行う。そしてステ
ップＦ１０８，Ｆ１０９の処理で静止画撮像を行う。
【０１０４】
　これは自動撮像モード中で、デジタルスチルカメラ１がある方向を向いているときに、
ユーザが、そちらを撮らせたいとしてトリガ入力を行うような場合を想定した処理例であ
る。
　例えば自動撮像モード中に、デジタルスチルカメラ１の背面の表示画面部３３ａでスル
ー画を見ていたユーザが、特に被写体検出処理によっては被写体とみなされないような対
象が撮像視野に入ったときに、とっさにそれを撮像させたいとを思ったような場合に有用
となる。なお、このような用途から考えた場合は、ステップＦ１０８のレリーズ予告処理
を行わないことも好適である。
【０１０５】
　次に図１５の処理例は、図１３で述べた要求方向へのパン・チルト制御を組み合わせた
例である。
　ステップＦ１０３でトリガ入力が受け付けられたら、制御部２７は、ステップＦ１２０
で要求方向を判定する。そしてステップＦ１２１で、要求方向へのパン・チルト制御を行
い、デジタルスチルカメラ１の撮像方向が、要求方向に向くようにする。
　その後、制御部２７は、ステップＦ１０７で構図処理を行い、ステップＦ１０８，Ｆ１
０９の処理で静止画撮像を行う。
　この処理例の場合、要求方向にデジタルスチルカメラ１が向くことになるため、その状
態で構図のみ（例えばズーム角のみ）を整えて撮像するという動作となる。
【０１０６】
　［５－４：要求対応撮像モードで構図処理を実行しない例］

　要求対応撮像モードで構図処理を実行しない処理例を図１６に示す。図１２と同一の処
理ステップは同一のステップ番号を付している。
　まず図１６の処理例は、ステップＦ１０３でトリガ入力が受け付けられたら、制御部２
７は、被写体検出を行ない、例えばユーザの顔が撮像視野に入って被写体検出ＯＫとなっ
たら、構図処理を行わずに、ステップＦ１０８に進みレリーズ予告処理を行う。そしてス
テップＦ１０９で静止画撮像処理を行う。
【０１０７】
　これは自動撮像モード中に、構図に構わない静止画撮像を行わせたいとユーザが思った
ような場合を想定した処理である。
　特に被写体検出がＯＫとなったら（例えば人を撮像視野に捉えたら）、即座に撮像させ
るようにしたいとユーザが望んだ場合の動作として適用できる。
　なお、このような用途から考えた場合は、ステップＦ１０８のレリーズ予告処理を行わ
ないことも好適である。
【０１０８】
　［５－５：要求対応撮像モードでの撮像画像提示］

　要求対応撮像モードで静止画撮像を行った場合に、ユーザに対して撮像画像の提示を行
う処理例を図１７に示す。図１７において、ステップＦ１０１～Ｆ１０９は図１２と同様
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である。
　この図１７の処理例では、ステップＦ１０９でレリーズ処理を行い、静止画データをメ
モリカード４０に記録した後、制御部２７は、ステップＦ１３０で撮像画像提示処理を行
うようにしている。
【０１０９】
　このステップＦ１３０では、制御部２７（モードシーケンス制御部８６、撮像記録制御
部８１）は、レリーズ処理によって記録した静止画データを、表示部３３に表示させる。
　その上で、制御部２７（撮像視野可変制御部８３）は、パン・チルト制御信号を雲台１
０側に送信する。この場合、少なくとも雲台１０に対し、パン方向に１８０度駆動する指
示を出力することになる。また、同時に、仰角方向に所定角度、チルト駆動させる指示を
有しても良い。
　雲台１０側では、制御部５１（パン・チルト制御部７２）は、パン・チルト制御信号に
応じて、パン・チルト駆動制御を行う。
　これによって、雲台１０上のデジタルスチルカメラ１が１８０度回転する。
【０１１０】
　この処理例によれば、要求対応撮像モードとして要求を行ったユーザの静止画撮像を行
った直後に、表示部３３（表示画面部３３ａ）がユーザ側に向けられることになる。つま
りレリーズ直後に、そのユーザに写した画像内容を提示するものとなる。
　これによってユーザは、どのような静止画がとれたのかを、その場で容易に確認できる
。
　なお、上記図１３、図１４，図１５，図１６の処理に、この図１７のステップＦ１３０
を加えることも考えられる。
【０１１１】
　［５－６：仮構図処理］

　次に、図１２～図１５、又は図１７の各例の、要求対応撮像モードでのステップＦ１０
７の構図処理において、仮構図処理を行う例を述べる。
【０１１２】
　まず、自動撮像モード及び要求対応撮像モードで実行される、基本的な構図処理につい
て説明する。
　被写体検出処理の過程で、例えば図１８の画枠３００に示す画内容の撮像画像データを
取り込んだとする。この撮像画像データの画内容としては、人としての被写体が１つ存在
している。
【０１１３】
　この場合の画枠３００は、撮像画像データの１フレーム相当の画像領域に相当する。こ
こでは、画枠３００としてのフレーム画像について、水平画素数を（水平画サイズ）をＣ
ｘ、垂直画素数（垂直画サイズ）をＣｙとして、Ｃｘ＝３２０，Ｃｙ＝２４０により形成
されているものとしている。
　また、この場合の画枠３００における位置は、座標（Ｘ，Ｙ）により表されるものとし
、ここでは画枠３００の左上端を座標（０，０）として定義している。
　また、この画枠３００に対して、垂直基準線Ｌｄ１及び水平基準線Ｌｄ２が仮想的に設
定されている。
　垂直基準線Ｌｄ１は、画枠３００の水平方向における中点を通過する直線で、水平基準
線Ｌｄ２は、画枠３００の垂直方向における中点を通過する直線となる。これら垂直基準
線Ｌｄ１及び水平基準線Ｌｄ２は、それぞれ、構図制御として、画枠３００における被写
体の位置を水平／垂直方向で移動させる際の基準線となる。
　また、垂直基準線Ｌｄ１と水平基準線Ｌｄ２の交点座標（１６０，－１２０）は、構図
制御における基準点Ｐとして扱われる。
【０１１４】
　図１８に示す画内容の撮像画像データを対象に被写体検出（顔検出）を行うことによっ
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ては、検出被写体として、図示される１つの被写体ＳＢＪの顔が検出されることになる。
即ち、顔検出処理によって１つの顔が検出されることを以て、ここでは１つの被写体が検
出されることとしている。そして、このようにして被写体を検出した結果としては、例え
ば被写体の数、向き、位置、サイズの情報を得るようにされる。
　また、被写体数に関しては、例えば顔検出により検出された顔の数を求めればよい。図
１８の場合には、検出される顔が１つであるから、被写体数は１との結果が得られる。
【０１１５】
　また、顔検出の手法を用いて被写体検出を行う場合、検出結果として、検出した被写体
の顔部分に対して枠（顔枠ＦＲ）を設定する。
　図１８では、顔枠ＦＲが、被写体ＳＢＪの画像の顔部分に対応して配置されるようにし
て示している。この場合の顔枠ＦＲは、検出された被写体における顔の画像部分に対応し
て方形により配置される。なお、ここでの顔枠ＦＲは正方形であるとする。
　また、この顔枠ＦＲは、画枠３００における顔としての画像部分に対して設定されるも
のとなる。従って、そのときに顔検出処理により検出される画枠３００における被写体の
顔の位置、大きさなどに応じて、顔枠ＦＲの画枠３００における位置、サイズも変更設定
される。
【０１１６】
　また、被写体ごとの位置情報に関しては、少なくとも、撮像画像データとしての画像内
における被写体ＳＢＪの重心である被写体重心Ｇ（Ｘ，Ｙ）を求めることとする。
　また、この被写体重心Ｇをどのようにして設定するのかについては、例えばこれまでに
知られている被写体重心検出方式を採用することができる。１つの例としては、被写体Ｓ
ＢＪに対応して検出された顔枠ＦＲとしての四角形の対角線の交点を、被写体重心とする
ことが考えられる。
【０１１７】
　また、被写体のサイズについては、ここでは、顔枠ＦＲの垂直又は水平方向の一辺のサ
イズ（画素数）により表すものとする。
　図１８では、一例として、顔枠ＦＲの垂直サイズｓｉｚｅｙ＝３２として検出されてい
る状態が示されている。
【０１１８】
　また、ここでの被写体ごとの顔方向に関しては、例えば左、正面、右の３段階での何れ
であるのかを検出することとする。
　図１８の被写体ＳＢＪについては、顔方向については正面であると検出されているもの
とする。
【０１１９】
　ここで、この図１８に示すように検出された、被写体ＳＢＪについての被写体検出情報
に基づき、構図判定処理により、図１９に示す構図とすべきであるとの判定結果を得たと
する。
　つまり、先ず、被写体サイズについては、ｓｉｚｅｙ＝６４とし、被写体重心Ｇについ
ては、Ｇ（１６０，－１２０＋Δｙ）に位置させる、という構図である。
【０１２０】
　例えば、その検出された数に応じても異なってくるが、良い構図とするためには、画枠
３００における被写体のサイズが小さすぎず、また、大きすぎず、適切であることが求め
られる。図１９に示されるｓｉｚｅｙ＝６４としての被写体サイズは、被写体ＳＢＪが画
枠３００において最適サイズとなる値として判定されたものである。
【０１２１】
　また、上記の被写体重心Ｇの配置位置は、例えば次のような根拠により求められる。
　被写体ＳＢＪが１つの場合、最も単純で基本的な被写体ＳＢＪの位置は、画枠３００の
中央に配置するというものになる。つまり、被写体重心Ｇを基準点Ｐに位置させるという
ものである。
　しかし、このような被写体を画面の中央に位置させた構図は、一般に良くない構図の典
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型とされている。例えば三分割法であるとか黄金率法などに代表されるようにして、画面
中央から在る規則に従って被写体の位置をずらした方が、良い構図が得られるものとされ
ている。
【０１２２】
　そこで、この場合には、先ず、画枠３００の垂直方向における被写体ＳＢＪの位置（被
写体重心Ｇ）について、水平基準線Ｌｄ２に対して一定量だけ移動させるようにする。
　このように、水平基準線Ｌｄ２を基準とした垂直方向における被写体重心Ｇについての
移動量を、垂直オフセット量Δｙとして規定している。この垂直オフセット量Δｙ，及び
後述する水平オフセット量Δｘは、例えば画素数により表すことができる。この場合、図
１９の被写体重心ＧのＹ座標は、（－１２０＋Δｙ）として表される。
　なお、ここでは、垂直オフセット量Δｙとして正の値を与えることとしており、これに
より、図示するように被写体重心Ｇは、画枠３００において、水平基準線Ｌｄ２より上側
の領域に位置するようにされている。
【０１２３】
　また、水平方向における被写体の位置は、被写体について検出された顔方向に基づくこ
ととする。
　図１８で説明したように、この場合の被写体ＳＢＪの顔方向は、右、正面、左の３段階
のうち、正面であるとして検出されている。
　ここでは、１つの被写体ＳＢＪの顔方向が正面であるとして検出されている場合には、
水平方向については中央に位置させることとしている。つまり、被写体重心ＧのＸ座標に
ついては水平方向における中点、つまり垂直基準線Ｌｄ１（基準点Ｐ）と同じＸ座標（１
６０）とするものである。
　この場合、垂直基準線Ｌｄ１を基準にした水平方向における被写体重心Ｇの移動量とし
て規定される、水平オフセット量Δｘは０として設定されていることになる。
　図１９は、このような構図判定の規則、アルゴリズムに従って、被写体重心Ｇ（１６０
，－１２０＋Δｙ）を設定したものである。
【０１２４】
　結局、このように図１８の状態から図１９の状態に構図を調整する処理は、パン・チル
ト動作により、被写体の顔の重心を、所定の目標範囲に入れるとともに、ズーム動作によ
り適切な被写体のサイズとする処理である。そして、目標範囲は、被写体ＳＢＪのサイズ
、数、顔の向き等に応じて設定される。
　例えば上記図１９の場合、顔が正面であることから、図２０（ａ）のように目標範囲Ｔ
Ａが設定されており、この目標範囲ＴＡ内に被写体重心Ｇが含まれるようにする。
　目標範囲ＴＡの設定に応じて、水平オフセット量Δｘ、垂直オフセット量Δｙが決めら
れて、最終的に被写体重心Ｇが目標範囲ＴＡ内となるように構図合わせをする。
【０１２５】
　また、図２０（ａ）は、被写体ＳＢＪの顔方向が正面であるときの例であるが、顔の向
きによっては、目標範囲ＴＡの設定が異なるようにする。
　例えば検出された被写体の顔方向が左であるとする。なお、ここでの左の顔方向とは、
画枠３００の画内容を実際に見たとした場合、これを見る者からは、画枠３００において
、個別被写体ＳＢＪの顔が左側を向いているようにして見える状態をいう。ちなみに、こ
の個別被写体ＳＢＪとしての実際の人物自身は、現実には、撮像を行った撮像装置と相対
する方向を正面として、これより右側を向いていることになる。
　この場合には、被写体重心Ｇの水平方向における位置については、垂直基準線Ｌｄ１に
より２分割される左右の画像領域（分割領域）のうちで、顔方向が示す「左」とは反対側
の「右」側の画像領域に在るようにさせる。これにより、画枠３００においては、被写体
ＳＢＪの顔が向いている方向である左側において空間が得られるようする。
【０１２６】
　つまり、図２０（ｂ）のように、垂直基準線Ｌｄ１により右側の画像領域に目標範囲Ｔ
Ａを設定する。そして、この目標範囲ＴＡ内に被写体重心Ｇが入るようにする。
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　このような構図とすることで、例えば、顔方向が左であるとされる被写体ＳＢＪの重心
Ｇを、左右方向における画面中央に対応させた（一致させた）被写体位置とする場合や、
垂直基準線Ｌｄ１に対して左方向の画像領域とするような場合と比較して、より良好な構
図を得ることができる。
　また、検出された被写体の顔方向が右である場合には、左の場合とは逆に、被写体重心
Ｇを垂直基準線Ｌｄ１により２分割される左右の画像領域（分割領域）のうち、左側の画
像領域に在るようにさせる。
【０１２７】
　また、複数の被写体が検出された場合には、これらの検出された複数の被写体から成る
画像領域をひとまとまりの総合的な被写体（総合被写体）としてみることとし、この総合
被写体を対象として１つの被写体重心（総合被写体重心）ＧＧを求める。
　例えば図２１（ａ）は二人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２が検出された例を示している。
被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２のそれぞれの重心Ｇ１，Ｇ２の重心が、総合被写体重心ＧＧ１
２となる。
　目標範囲ＴＡは、被写体数、顔の向き、サイズから、図示の位置に設定されたとする。
　この場合、破線矢印で示すように、総合被写体重心ＧＧ１２が目標範囲ＴＡ内に入るよ
うに、構図合わせが行われるものとなる。
　その結果、図２１（ｂ）のような構図となる。
【０１２８】
　総合被写体重心Ｇをどのようにして設定するのかについては、いくつか考えることがで
きる。図２１は、最も簡易な例として、検出された複数の個々の被写体のうちで、画枠３
００内で最も左側と最も右側に位置する被写体の重心（Ｇ１，Ｇ２）を結ぶ線分上の中間
点を総合被写体重心ＧＧ１２として設定したものである。
　また、被写体が複数のときには、個別の被写体ごとに検出される顔方向が異なる場合が
ある。この場合には、複数の個別の被写体ごとに検出される顔方向の関係性に基づいて、
総合被写体としての１つの顔方向を決定することとすればよい。複数の個別の被写体ごと
に検出される顔方向の関係性として、同一となる顔方向の数が、個別の被写体の全体数に
おける所定割合以上を占めるときに、この同一となる顔方向を、総合被写体の顔方向とし
て決定し、これを構図判定、目標範囲ＴＡの設定に使用する。
【０１２９】
　これまでの説明から理解されるように、被写体サイズ、数、向きによって被写体重心（
又は総合被写体重心）を配置する目標範囲ＴＡが決められる。そして最適な構図か否かは
、その目標範囲ＴＡに被写体重心（又は総合被写体重心）が入っているか否かで判定され
る。また、画枠３００内における被写体サイズが適切であるか否かでも判定される。
　そして最適な構図ではないと判定された場合は、構図合わせの処理として、被写体重心
（又は総合被写体重心）が目標範囲ＴＡに入るように被写体重心Ｇの位置が変更され、或
いは被写体サイズが適切となるようにサイズ変更される。
　被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）の位置の変更は、水平方向については雲台１
０のパン機構に対するパン制御により行うことになる。また、垂直方向については雲台１
０のチルト機構に対するチルト制御により行うことになる。
　被写体サイズの変更は、デジタルスチルカメラ１の光学系部２１におけるズームレンズ
を移動する制御（ズーム制御）で行う。若しくは撮像画像データに対する画像切り出しな
どの画像信号処理によって行うこともできる。
【０１３０】
　以上が基本的な構図処理となる。例えば図１２の処理の場合、ステップＦ１０２の自動
撮像モードにおける構図処理（図１１（ａ）のステップＦ３）では、以上のような処理を
行うこととなる。
【０１３１】
　ところが上記の目標範囲ＴＡへの被写体重心Ｇを移動させる制御を行う場合において、
その時点の撮像視野内では、最適な構図が得られたとしても、実際には、さらに適切な構
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図が存在する場合がある。
　例えば、近くに複数人数いるにも関わらず、少数の人数で構図を合わせてしまい、最大
の人数での構図にならない可能性などがある。
【０１３２】
　図２２に例を示す。
　図２２において画枠３００Ａで示す撮像視野は、局所解としての最適構図である。即ち
、近い位置に３人居るにもかかわらず、被写体検出処理で二人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ
２が検出された場合、その二人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２の総合被写体重心ＧＧ１２を
、目標範囲ＴＡ（３００Ａ）に入るようにした場合である。
　ところが、この場合、最良の解としての撮像視野は、画枠３００Ｂとして示す状態であ
る。つまり、被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２，ＳＢＪ３の３人を含んだ上で、その総合被写体
重心ＧＧ１２３を、画枠３００Ｂにおける目標範囲ＴＡ（３００Ｂ）に入るようにした状
態である。
【０１３３】
　仮に、被写体検出処理の過程で、下方からチルトアップしていくような探索を行い、二
人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２が先に検出されたとすると、その二人の被写体ＳＢＪ１，
ＳＢＪ２のみで構図処理が行われ、局所解としての構図で静止画撮像が行われる。
【０１３４】
　また、図２３（ａ）も同様に、構図が局所解としての画枠３００Ａと、最良の解として
の画枠３００Ｂを示している。
　仮に、被写体検出処理の過程で、左方から右方にパンニングしていくような探索を行い
、二人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ３が先に検出されたとすると、その二人の被写体ＳＢＪ
１，ＳＢＪ３のみで構図処理が行われ、局所解としての構図で静止画撮像が行われてしま
う。
【０１３５】
　例えば自動撮像モードでの撮像であれば、局所解としての構図で静止画撮像が行われた
としても、さほどの支障はない。もともとユーザが意識しないで撮像が行われているもの
だからである。
　ところが要求対応撮像モードでは、局所解としての構図では、ユーザの要望に添わない
場合が生じやすい。
　例えば図２２、図２３（ａ）のように３人のユーザが写真を撮ってもらいたいと思って
集まって、トリガ入力を行った場合である。その場合、３人での記念撮影を求めたが、局
所解の状態では、一人が写されなかったという事態となってしまう。できるだけ多くの人
数を入れようとした場合、一度その周りを見渡す必要がある。
【０１３６】
　そこで、実施の形態の一例として、要求対応撮像モードでの構図処理では、撮像要求に
応じた１以上の被写体が撮像視野内に検出された際に、さらに撮像視野を移動させて撮像
要求に応じた他の被写体の存在を確認する処理を含むようにする。
　具体的な例としては、構図合わせの処理として、以下に述べる仮構図合わせと本構図合
わせの２段階の処理を行うようにする。
【０１３７】
　仮構図合わせとは、構図合わせで、本構図としての目標とする構図にパン・チルトする
前に、その他の被写体がないか探す処理である。例えば意図的にパン・チルト量を、本構
図の目標範囲ＴＡからオーバーして行い、他の被写体がないかを探す処理である。
　実際の処理としては、仮構図合わせと本構図合わせで、目標範囲ＴＡを変更することに
より行う。
【０１３８】
　図２４で仮構図合わせを説明する。
　図２４（ａ）では、３人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２，ＳＢＪ３が存在する例を示して
いる。ここで、被写体検出処理において、下方から上方にチルティングする過程で、二人
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の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２が検出されたとする。
　ここで、構図処理に入るわけであるが、まず仮構図合わせを行う。
　この場合、図示するように、目標範囲ＴＡを、画枠３００内で先に述べた通常の構図合
わせの場合より下方に設定する。
　まず、被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２が検出されているのであるから、構図合わせは、被写
体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２の総合被写体重心ＧＧ１２を、目標範囲ＴＡに入れるように、パン
・チルト制御を行うこととなる。この例の場合は、総合被写体重心ＧＧ１２を目標範囲Ｔ
Ａに入れるべく、チルトアップしていく。
　ところがこの場合、目標範囲ＴＡが通常より下方に設定されているため、通常の構図合
わせの場合よりチルトアップ量が多くなり、より上方へチルトアップされる。
　すると、その過程で、新たに被写体ＳＢＪ３が検出される。
【０１３９】
　この場合、被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２，ＳＢＪ３の検出に応じて、再度構図処理が行わ
れる。この場合も、まず仮構図合わせを行う。今度は、被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２，ＳＪ
Ｂ３の総合被写体重心ＧＧ１２３を、目標範囲ＴＡに入れるようにチルトアップする。
　そして被写体ＳＢＪ３より上方には他の被写体は存在しない場合は、結局、図２４（ｂ
）のように仮構図合わせが完了することとなる。
【０１４０】
　仮構図合わせが完了したら、次に本構図合わせを行う。ここでいう本構図合わせとは、
上述した通常の構図合わせのことである。
　図２５（ａ）は仮構図合わせが完了した状態の画枠３００を示している。本構図合わせ
に際して、目標範囲ＴＡを、図示する通常の位置に設定する。つまりこの場合は仮構図合
わせで用いた目標範囲ＴＡを画枠３００内で上方に再設定することとなる。
　そして、総合被写体重心ＧＧ１２３が目標範囲ＴＡに入るようにパン・チルト制御を行
う。この場合は、チルトダウン制御を行うこととなる。
　すると図２５（ｂ）の状態となり、総合被写体重心ＧＧ１２３が目標範囲ＴＡに入った
ことで、本構図合わせが完了する。
　結局、この本構図合わせ完了時で、３人の被写体ＳＢＪ１，ＳＢＪ２，ＳＪＢ３を含む
最適な構図が得られたことになる。
【０１４１】
　例えば以上のように、仮構図合わせでは、目標範囲ＴＡを構図合わせの際の探索方向に
応じて、通常とは異なる位置、具体的には撮像視野の変化方向に対して画枠３００内で手
前となる位置に設定する。これによって、多少、最終的に合わせようとする構図よりも一
旦オーバーさせる。これによって、探索方向の範囲に他の被写体が存在するか否かを確認
する。
　上記図２４，図２５の例では、仮構図合わせのときに、チルトアップしていくとした例
であるため、仮構図合わせのときの目標範囲ＴＡを、通常より下方とした。
　仮構図合わせのときに右から左へパンニングする場合であって、本構図での目標範囲Ｔ
Ａが垂直基準線Ｌｄ１上となる場合を想定すれば、図２６（ａ）のように、仮構図合わせ
のときの目標範囲ＴＡを、垂直基準線Ｌｄ１より右側とする。これにより、より左側に被
写体が存在するか否かを確認できる。
　また仮構図合わせのときに左から右へパンニングする場合であって、本構図での目標範
囲ＴＡが垂直基準線Ｌｄ１上となる場合を想定すれば、図２６（ｂ）のように、仮構図合
わせのときの目標範囲ＴＡを、垂直基準線Ｌｄ１より左側とする。これにより、より右側
に被写体が存在するか否かを確認できる。
【０１４２】
　このように本構図合わせとは異なる目標範囲ＴＡを設定して仮構図合わせを行い、その
後本構図合わせを行うことで、被写体のもれのない静止画撮像が可能となる。つまり最大
数の被写体を対象として静止画撮像することが可能となる。
　なお、仮構図合わせでのパンニング・チルティングの過程において、検出されている或
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る被写体の顔が画枠の端領域にかかった場合は、それ以上パン・チルト制御をしないとい
う処理も可能である。
　また本構図合わせの際に顔の向きのよって重心が変わるとしても、仮構図合わせの際に
は、顔の向きは無視するということも考えられる。
　また被写体の代表的な例に人の顔があるが、図２３（ｂ）の被写体ＳＪＢ４のように人
の顔以外の注目領域が抽出できた場合、これを組み合わせて構図合わせが行われるように
することも考えられる。
【０１４３】
　図２７、図２８で、仮構図合わせを図１２の処理に適用する場合の処理を説明する。
　図２７（ａ）は、図１２のステップＦ１０２として自動撮像モードの動作が行われてい
る際の、図１１（ａ）のステップＦ２，Ｆ３として行われる被写体検出処理、構図処理を
示している。
　ここでは、自動撮像モードの構図処理では、仮構図合わせは行われないが、要求対応撮
像モードでは、自動撮像モードの構図処理とは異なるアルゴリズムが採用される例として
、仮構図合わせが行われる処理例を述べる。
【０１４４】
　まず図１１（ａ）で述べた、自動撮像モードでのステップＦ２の被写体検出処理として
、図２７（ａ）のステップＦ２０１で、制御部２７（撮像準備処理部８２）は、被写体が
検出されたか否かを確認する。
　被写体が検出されていなければ、制御部２７（撮像準備処理部８２）はステップＦ２０
２で探索処理を実行する。そしてステップＦ２０１で被写体の検出有無を確認する。
　このステップＦ２０１，Ｆ２０２の処理は、具体的には上述したとおり、制御部２７（
撮像準備処理部８２、撮像視野可変制御部８３）が、雲台１０に対するパン・チルト制御
や光学系部２１に対するズーム制御を行うことによって、撮像視野を変化させながら、信
号処理部２４（又は制御部２７）での画像解析による被写体検出が為されたか否かを確認
する処理となる。
【０１４５】
　被写体が検出されたら、制御部２７（撮像準備処理部８２）は、図１１のステップＦ３
の構図処理として、図２７（ａ）のステップＦ２０３の最適な構図であるか否かの確認と
、ステップＦ２０４での構図合わせの処理を行う。
　これは上述した通常の構図処理であり、例えば図１８～図２１で説明した処理である。
　即ち、被写体検出結果に基づく画構造の判定（画枠内における被写体数、被写体サイズ
、顔の向きなどの判定）を行った上で、該画構造判定により判定した画構造の情報に基づ
き、所定アルゴリズムに従って最適とされる構図であるか否かを判定する。そして最適な
構図でなければ、構図合わせとして、パン・チルト・ズームの各制御によって撮像視野を
可変する。
　なお、先に図１１の説明で述べたように、構図合わせとして、パン・チルト、ズーム制
御を行った場合は、ステップＦ３からステップＦ２の被写体検出処理からやり直す。図２
７（ａ）で言えば、ステップＦ２０４で構図合わせを行った場合、ステップＦ２０１から
やり直す。
【０１４６】
　このステップＦ２０４の構図合わせは、通常の構図合わせの処理となる。
　図２８（ａ）に通常の構図合わせの手順の一例を示した。
　制御部２７は、ステップＦ３００で、最適な構図を得るための目標範囲ＴＡを設定する
。例えば図２０のように目標範囲ＴＡを設定する。
　次に制御部２７は、ステップＦ３０１で、設定した目標範囲ＴＡに応じて水平オフセッ
ト量Δｘを判定する。
　次に、ステップＦ３０２で制御部２７は、判定された水平オフセット量Δｘに応じたＸ
座標上に被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）が位置するようにパン制御を実行する
。
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【０１４７】
　続いて制御部２７は、ステップＦ３０３で目標範囲ＴＡに対する垂直オフセット量Δｙ
を判定する。そしてステップＦ３０４で、判定された垂直オフセット量Δｙに応じたＹ座
標上に被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）が位置するようにチルト制御を実行する
。
【０１４８】
　次に制御部２７はステップＦ３０５で、ズーム倍率Ｚを判定する。
　上述のように、画枠３００における被写体ＳＢＪのサイズ変更は、ズーム制御によって
画角を変更することによって行う。ここでいうズーム倍率は、被写体検出処理によって被
写体が検出されたときの被写体サイズから、最適構図に対応して判定される被写体サイズ
を得るために必要な画角の倍率をいう。
　このために制御部２７は、先ず、検出された被写体の条件に応じて、所定の規則に従っ
て、最適構図として必要される目標被写体サイズ（ズーム制御目標値）を判定する。
　そして、上記のようにして求めた目標被写体サイズｓｉｚｅ＿ｔｒｇと、被写体検出処
理時に得られた被写体サイズｓｉｚｅ＿ｏｒｇ（顔枠ＦＲの垂直方向（又は水平方向）の
一辺のサイズ（画素数））との比を求めて、これをズーム倍率Ｚとする。つまり、
　Ｚ＝ｓｉｚｅ＿ｔｒｇ／ｓｉｚｅ＿ｏｒｇ
により、ズーム倍率Ｚを算出する。
　そして制御部２７はステップＦ３０６で、ズーム倍率Ｚによるズーム制御を実行する。
【０１４９】
　この図２８（ａ）の構図合わせの手順はあくまで一例である、例えば先にズーム制御を
行ってからパン・チルト制御を行ってもよい。また水平オフセット量Δｘ、垂直オフセッ
ト量Δｙは、ズーム倍率による被写体のサイズ変更を考慮して算出することもできる。
【０１５０】
　自動撮像モードの際には，構図処理は以上の図２７（ａ）、図２８（ａ）で説明したよ
うに行われる。
　一方、要求対応撮像モードとなって図１２のステップＦ１０７で実行される構図処理は
以下のようになる。
【０１５１】
　図２７（ｂ）は、要求対応撮像モードとして図１２のステップＦ１０６，Ｆ１０７とし
て行われる被写体検出処理、構図処理を示している。
　まずステップＦ１０６の被写体検出処理として、ステップＦ２０１で、制御部２７（撮
像準備処理部８２）は、被写体が検出されたか否かを確認する。
　被写体が検出されていなければ、制御部２７（撮像準備処理部８２）はステップＦ２０
２で探索処理を実行する。そしてステップＦ２０１で被写体の検出有無を確認する。
　このステップＦ２０１，Ｆ２０２の処理は、図２７（ａ）のステップＦ２０１，Ｆ２０
２と同様である。
【０１５２】
　被写体が検出されたら、制御部２７（撮像準備処理部８２）は、図１２のステップＦ１
０７の構図処理として、まず仮構図の処理を行う。即ちステップＦ２１０で、仮構図とし
て最適な構図状態であるか否かの確認と、ステップＦ２１１での仮構図合わせの処理を行
う。これは例えば図２４～図２６で説明した処理である。
　即ち、被写体検出結果に基づく画構造の判定（画枠内における被写体数、被写体サイズ
、顔の向きなどの判定）を行った上で、仮構図としての目標範囲ＴＡを定める。そして仮
構図として最適となっているか否かを判定し、最適な構図でなければ、仮構図合わせとし
て、パン・チルト・ズームの各制御によって撮像視野を可変する。
【０１５３】
　なお、仮構図合わせとして、パン・チルト、ズーム制御を行った場合も、ステップＦ２
０１に戻って被写体検出からやり直す。撮像視野の変動やユーザの動きで被写体が存在し
なくなることもあるからである。
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　さらに、上述のように仮構図合わせは、撮像視野を通常の構図合わせよりも大きく振る
こととなるため、新たな被写体が検出されることもあるからである。その場合は、再び新
たな被写体を含めた被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）に基づき、仮構図合わせを
行う。
【０１５４】
　図２８（ｂ）にステップＦ２１１の仮構図合わせの手順の一例を示した。
　制御部２７は、ステップＦ３１０で、仮構図を得るための目標範囲ＴＡを設定する。例
えば図２４、図２６で説明したように、探索方向に応じて本来の目標範囲ＴＡとは異なる
目標範囲ＴＡを設定する。
　以降のステップＦ３１１～Ｆ３１６は、通常の構図合わせとしての図２８（ａ）のステ
ップＦ３０１～Ｆ３０６と同様である。
【０１５５】
　即ちステップＦ３１１で、設定した仮構図用の目標範囲ＴＡに応じて水平オフセット量
Δｘを判定する。
　次に、ステップＦ３１２で制御部２７は、水平オフセット量Δｘに応じたＸ座標上に被
写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）が位置するようにパン制御を実行する。
　続いて制御部２７は、ステップＦ３１３で仮構図用の目標範囲ＴＡに対する垂直オフセ
ット量Δｙを判定する。そしてステップＦ３１４で、垂直オフセット量Δｙに応じたＹ座
標上に被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）が位置するようにチルト制御を実行する
。
　次に制御部２７はステップＦ３１５で、ズーム倍率Ｚを判定する。
　そして制御部２７はステップＦ３１６で、ズーム倍率Ｚによるズーム制御を実行する。
【０１５６】
　この図２８（ｂ）の仮構図合わせの手順も、あくまで一例である、例えば先にズーム制
御を行ってからパン・チルト制御を行ってもよい。また水平オフセット量Δｘ、垂直オフ
セット量Δｙは、ズーム倍率による被写体のサイズ変更を考慮して算出することもできる
。
【０１５７】
　このような仮構図合わせを行い、図２７（ｂ）のステップＦ２１０で仮構図がＯＫと成
ったら、つまり仮構図用の目標範囲ＴＡ内に被写体重心Ｇ（又は総合被写体重心ＧＧ）が
位置入ったら、続いてステップＦ２１２，Ｆ２１３の本構図の処理を行う。即ち通常の構
図処理である。
　このステップＦ２１２，Ｆ２１３の本構図の処理は、図２７（ａ）のステップＦ２０３
，Ｆ２０４と同様である。また、ステップＦ２１３の本構図合わせの手順は、例えば図２
８（ａ）のようになる。
【０１５８】
　以上のように、要求対応撮像モードにおいては、構図処理が、仮構図合わせと本構図合
わせの２段階で行われる。
　これにより、ユーザの要求に応じた静止画撮像として、画角範囲内で最大人数を被写体
としたユーザの望む画像を自動的に撮像できる。
　なお、仮構図合わせの手法として、目標範囲ＴＡを、探索方向でみての手前側に設定す
る例を述べたが、具体的な手法は他にも考えられる。
　例えば被写体が検出されたときに、その被写体で仮に構図合わせをし、次にその被写体
を中心として、周囲を探索することで他の被写体の有無を確認するということも考えられ
る。或いは被写体が検出されたときに、単純にその周囲を探索するという例も考えられる
。
【０１５９】
　［５－７：その他の要求対応撮像モードでの制御方式］

　ここまで、第１の実施の形態の変形例として各例を述べてきたが、これらは特に要求対
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応撮像モードでは、自動撮像モードの場合と異なる制御方式で行われる、撮像準備処理、
或いは撮像準備処理における被写体検出処理、構図処理の例などを挙げたものである。
　上記各例以外にも、要求対応撮像モードでは自動撮像モードとは異なる処理手順、アル
ゴリズム、或いは制御パラメータの設定等による、各種の制御方式が考えられる。
【０１６０】
　要求対応撮像モードでは、例えば複数のユーザが集まって静止画撮像を求めるといった
シチュエーションも想定される。この場合、なるべく多くのユーザを写すという意味で、
構図処理過程でのズーム制御範囲を制限するということが考えられる。具体的には、ズー
ム制御の上限パラメータを変更する。
【０１６１】
　また、最適な構図の判定条件を甘くすることも考えられる。例えば要求対応撮像モード
では、目標範囲ＴＡとしての枠の範囲を広くする。
　或いは、目標範囲ＴＡ内に被写体重心Ｇが存在している時間を短くてもよい。例えば図
２７のステップＦ２０３，Ｆ２１０，Ｆ２１２では、目標範囲ＴＡ内に所定時間以上、被
写体重心Ｇが存在することで、構図ＯＫと判断するものとするが、要求対応撮像モードと
されてステップＦ２１０，Ｆ２１２を行うときは、その所定時間を短い時間とする。
　これらは、ユーザの要求に応じた撮像となるため、ユーザ側の動きが少ないと期待され
ることによる。
【０１６２】
　また、要求対応撮像モードにおいての図１２のステップＦ１０６での被写体検出処理で
は、要求したユーザを見つけやすくするために、パンニング範囲、チルティング範囲を制
限することも考えられる。これは要求したユーザの居る位置がある程度分かっている場合
（例えば上述の要求方向が認識できる場合）に、その要求を行ったユーザ以外のユーザを
被写体として捉えてしまうことを回避する手法である。
【０１６３】
＜６．第２の実施の形態の撮像動作＞

　第２の実施の形態の撮像動作制御を図２９に示す。
　ステップＦ１０１～Ｆ１０７は図１２と同様であり、説明を省略する。
　この第２の実施の形態では、要求対応撮像モードとなった場合に、制御部２７は、ステ
ップＦ１０６での被写体検出処理、ステップＦ１０７での構図処理を行った後、レリーズ
予告を行わずに、レリーズを行う例である。
【０１６４】
　例えばフローチャート中で実線で示すように、ステップＦ１０７での構図処理がＯＫと
なったら、ステップＦ１０８Ａとして制御部２７（モードシーケンス制御部８６）はレリ
ーズタイミング判定処理を行う。
　そして、レリーズタイミングと判定したら、ステップＦ１０９に進み、レリーズ処理を
行う。レリーズ処理後、ステップＦ１０２で自動撮像モードに復帰する。
【０１６５】
　レリーズタイミング判定処理とは、所定の静止画撮像条件を満たしたか否かを判定する
処理であり、各種の例が考えられる。
　例えば時間によるレリーズタイミング判定が考えられる。例えば構図処理がＯＫとなっ
た時点から所定時間（例えば２，３秒）の経過を静止画撮像条件とする。その場合、制御
部２７（モードシーケンス制御部８６）は、ステップＦ１０８Ａでは所定時間のカウント
を行い、所定時間経過により、ステップＦ１０９で、撮像記録制御部８１の制御によるレ
リーズ処理を実行させる。
【０１６６】
　また特定の音声入力があったときに、静止画撮像条件を満たしたと判断してもよい。
　例えばユーザの発する特定の言葉、手を叩く音、口笛の音などを静止画撮像条件として
の特定の音とする。
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　制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、ステップＦ１０８Ａで、これらの特定
の音の入力検出を行う。
　そして音声入力部３５からの入力音声信号解析結果から、これらの特定の音が確認され
たら、レリーズタイミングとなったとして、ステップＦ１０９で、撮像記録制御部８１の
制御によるレリーズ処理を実行させる。
【０１６７】
　また撮像画像から特定の被写体状態が判定されたときに、静止画撮像条件を満たしたと
判断してもよい。
　制御部２７（モードシーケンス制御部８６）は、ステップＦ１０８Ａで、撮像画像の解
析により検出される特定の被写体状態の有無を監視する。
　特定の被写体状態とは、構図処理で捉えている被写体が笑顔になるなど、特定の表情と
なったことや、特定のジェスチャ、例えば撮像システムに向かって手を振る、手を挙げる
、手を叩く、ピースサインをする、撮像システムに向かってウインクするなどの挙動を行
った状態が考えられる。或いは、被写体となっているユーザが撮像システムを注視するな
ども考えられる。
　制御部２７は、撮像画像の画像解析処理により、これらユーザの特定の状態を判定する
。そして特定の被写体状態が検出されたら、レリーズタイミングとなったとして、ステッ
プＦ１０９で、撮像記録制御部８１の制御によるレリーズ処理を実行させる。
【０１６８】
　なお、この第２の実施の形態では、レリーズ予告処理を行わないとしたが、ステップＦ
１０８Ａでレリーズタイミング判定を行う場合、レリーズ予告動作を実行させることで、
ユーザによる静止画撮像条件に相当する行動（例えば笑顔、発声など）を促すことも好適
である。
【０１６９】
　また、処理例として、図２９に破線で示すように、構図処理後、すぐにステップＦ１０
９に進んで、レリーズ処理を行うことも考えられる。
【０１７０】
　なお、この第２の実施の形態においても、第１の実施の形態の変形例として述べた各種
の例を、変形例として適用することができる。
【０１７１】
＜７．第３の実施の形態の撮像動作＞

　第３の実施の形態の処理例を図３０に示す。
　ステップＦ１０１～Ｆ１０５は図１２と同様であり、説明を省略する。
　この第３の実施の形態では、トリガ入力により要求対応撮像モードとなった場合、撮像
準備処理としての被写体検出処理、構図処理を行わずに、すぐにステップＦ１０８でレリ
ーズ予告を行ない、その後ステップＦ１０９でレリーズを行う例である。
　ステップＦ１０８、Ｆ１０９の処理は図１２と同様である。
【０１７２】
　例えば要求対応撮像モードとする場合として、そのときのデジタルスチルカメラ１の撮
像視野の状態で、静止画撮像を行わせたいという場合が考えられる。
　このような場合に応じては、特に被写体検出処理、構図処理が不要となる場合もある。
　例えば自動撮像モードでデジタルスチルカメラ１の撮像視野が自動的に変化していると
きに、ユーザが、自分の方にデジタルスチルカメラ１が向いたときを見計らってトリガ入
力を行う。すると、その状態でレリーズ予告動作が行われ、静止画撮像が行われるものと
なる。
　このような処理であっても、ユーザの要求に応じた静止画撮像が実現される。
【０１７３】
　なお、この第３の実施の形態においても、第１の実施の形態の変形例として述べた各種
の例（被写体検出処理、構図処理以外の例えばトリガ入力などの例）を、変形例として適
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用することができる。
　特にこの第３の実施の形態の場合、第１の実施の形態の変形例として図１３で述べた動
作、つまり図１３のステップＦ１２０の要求方向判定、ステップＦ１２１の要求方向への
パン・チルト制御を組み合わせることも好適である。
　その場合、ユーザがトリガ入力を行うことで、まずそのユーザの方向にデジタルスチル
カメラ１が振り向き、その状態でレリーズ予告、レリーズ処理が行われるものとなる。
【０１７４】
＜８．第４の実施の形態の撮像動作＞

　第４の実施の形態は、自動撮像モードでの処理例として述べる。
　図１１（ｂ）が第４の実施の形態の処理例である。
【０１７５】
　図１１（ｂ）のステップＦ１～Ｆ３は図１１（ａ）と同様である。この場合制御部２７
は、ステップＦ３で構図処理がＯＫとなったら、ステップＦ４Ａとして、レリーズ予告処
理を行う。レリーズ予告処理については、図１２のステップＦ１０８において述べた処理
と同様である。
　つまり、この第４の実施の形態は、自動撮像モードでの静止画撮像時にも、レリーズ予
告処理を行って、ユーザに静止画撮像を行うことを知らせる処理例である。
　この処理は、要求対応撮像モードを設けない撮像システムにも適用できるし、図１２の
ステップＦ１０２の自動撮像モード処理として図１１（ｂ）の処理を適用できる。
【０１７６】
　自動撮像モードであっても、レリーズ予告処理を行うことで、それに気づいたユーザは
、静止画撮像を意識してポーズを撮ることなども可能となる。
【０１７７】
＜９．機能構成の変形例＞

　以上、各種の実施の形態の処理例を説明してきたが、ここまでは基本的には図１０の機
能構成に基づいた制御処理として述べてきた。
　例えばデジタルスチルカメラ１と雲台１０から成る撮像システムでは、図１０以外にも
機能構成例が考えられる。以下、例を挙げる。
【０１７８】
　図３１は、図１０と比較してわかるように、デジタルスチルカメラ１の制御部２７側に
トリガ検出／受付部８７としての機能を与えた例である。つまり制御部２７側でトリガ入
力の検知も行い、トリガ検知があったら、要求対応撮像モードへのトリガとして受け付け
る例である。
　第１の実施の形態の変形例として、トリガ入力の各種例を説明した。例えばデジタルス
チルカメラ１の筐体にタッチセンサが設けられる場合、デジタルスチルカメラ１への操作
としてトリガ入力が行われる場合などは、図３１のように制御部２７のトリガ検出／受付
部８７が機能して、トリガ入力を認識することになる。
　また、図８に示した音声入力部３５が設けられ、特定の音声入力をトリガ入力と認識す
る場合も、図３１のトリガ検出／受付部８７が、その認識処理を行う。
　さらに、デジタルスチルカメラ１側の制御部２７にトリガ検出／受付部８７としての機
能を備えるようにした場合は、信号処理部２４での画像解析、即ち被写体検出処理の過程
で、上述した特定の被写体状態としての挙動や目線等を認識し、トリガ入力の検知を行う
。
【０１７９】
　これらのことから、図３１のような機能構成が採用されることもある。
　もちろん、図１０の雲台１０側のトリガ検出部７３と、図３１のデジタルスチルカメラ
１側のトリガ検出／受付部８７の両方が機能構成として設けられ、多様なトリガ入力に対
応できるようにしてもよい。
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【０１８０】
　また機能構成の他の例として、図示は省略するが、図１０又は図３１におけるレリーズ
予告動作制御部８４が、雲台１０側に設けられてもよい。
　即ち図９で示したように雲台１０側にレリーズ予告実行部６４が設けられたり、雲台の
パン・チルト動作でレリーズ予告としての動作を実行する場合である。
　この場合、モードシーケンス制御部８６が通信によってレリーズ予告動作の指示を雲台
１０側のレリーズ予告動作制御部に与える。これに応じてレリーズ予告動作制御部が、レ
リーズ予告実行部６４の動作の実行制御を行い、又はパン・チルト動作による所定の挙動
を実行制御する。
【０１８１】
　図３２は、デジタルスチルカメラ１側は撮像記録制御部８１と通信処理部８５のみを有
する例である。そして雲台１０側（制御部５１）に、通信処理部７１、トリガ検出部７３
、撮像準備処理部７４、撮像視野可変制御部７５、レリーズ予告動作制御部７６、モード
シーケンス制御部７７、トリガ検出／受付部７９を設ける。
【０１８２】
　各機能部が実行する制御処理は、基本的には図１０で説明したものと同様であるが、次
の点が異なる。
　撮像準備処理部７４は、被写体検出処理や構図処理を行うために、各フレーム画像とし
ての撮像画像データを、デジタルスチルカメラ１の信号処理部２４から供給を受けるよう
にする。そして画像解析を行い、上述と同様の被写体検出処理や構図処理を行う。
　撮像視野可変制御部７５は、撮像準備処理部７４からの指示に応じて、パン用駆動部５
５、チルト用駆動部５８を制御して、被写体検出や構図合わせのためのパン・チルト動作
を実行させる。
　また、ズーム制御のために、撮像準備処理部７４は、ズーム制御信号を通信処理部７１
を介してデジタルスチルカメラ１側の制御部２７（撮像記録制御部８１）に出力する。撮
像記録制御部８１は、構図合わせのためのズーム処理を、ズーム制御信号に基づいて実行
制御する。
【０１８３】
　また、モードシーケンス制御部７７は、例えば図１２等の自動撮像モード、要求対応撮
像モードの動作を実現するために各機能部位に指示を与える。
　モードシーケンス制御部７７は、図１２のステップＦ１０９等のレリーズ処理を行う際
には、通信処理部７１介してデジタルスチルカメラ１側の制御部２７（撮像記録制御部８
１）にレリーズ制御信号を出力する。撮像記録制御部８１は、レリーズ制御信号に応じて
、静止画記録動作を実行制御する。
　トリガ検出／受付部７９は、トリガ入力を検知する。そして検知した場合に要求対応撮
像モードへのトリガとして受け付ける。
【０１８４】
　また、レリーズ予告処理を行う場合は、モードシーケンス制御部８６がレリーズ予告動
作の指示をレリーズ予告動作制御部７６に与える。これに応じてレリーズ予告動作制御部
７６が、雲台１０側のレリーズ予告実行部６４の動作の実行制御を行い、又はパン・チル
ト動作による所定の挙動を実行制御する。
【０１８５】
　なお、この図３２の変形例として、図示は省略するが、トリガ検出部や、レリーズ予告
動作制御部がデジタルスチルカメラ１に設けられる場合、或いは両方に設けられる場合が
考えられる。
　即ちトリガ入力や、レリーズ予告動作の実行を、デジタルスチルカメラ１側で行うか、
雲台１０側で行うか、或いは両方で行うかによるものとなる。
【０１８６】
　図３３は、図３２の更なる変形例である。これは図９で言及したように、雲台１０側に
撮像部６３が設けられる場合に対応する例である。
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　撮像準備処理部７４は、デジタルスチルカメラ１側からではなく、撮像部６３から、フ
レーム画像データを入力する。そして画像解析を行い、上述と同様の被写体検出処理や構
図処理を行う。
　この場合も図３２の場合と同様に、撮像視野可変制御部７５は、撮像準備処理部７４か
らの指示に応じて、パン用駆動部５５、チルト用駆動部５８を制御して、被写体検出や構
図合わせのためのパン・チルト動作を実行させる。また、ズーム制御のために、撮像準備
処理部７４は、ズーム制御信号を通信処理部７１を介してデジタルスチルカメラ１側の制
御部２７（撮像記録制御部８１）に出力する。撮像記録制御部８１は、構図合わせのため
のズーム処理を、ズーム制御信号に基づいて実行制御する。
【０１８７】
　また撮像部６３が雲台１０側に設けられていることで、特定の被写体状態、つまりユー
ザの特定の挙動や目線等によるトリガ入力も、雲台１０側で対応できる。
　このためトリガ検出／受付部７９は、撮像部６３からの撮像画像データを解析し、トリ
ガ入力を検知する。そして検知した場合に要求対応撮像モードへのトリガとして受け付け
る。
　なお、この図３３の変形例としても、トリガ検出部や、レリーズ予告動作制御部がデジ
タルスチルカメラ１に設けられる場合、或いは両方に設けられる場合が考えられる。
【０１８８】
　また、デジタルスチルカメラ１側のみにトリガ検出部が設けられ、雲台１０側にトリガ
受付部が設けられる場合もある。
　図３４に例を示す。図３４は、デジタルスチルカメラ１（制御部２７）側は撮像記録制
御部８１と通信処理部８５とトリガ検出部８８を有する例である。そして雲台１０側（制
御部５１）に、通信処理部７１、トリガ受付部７８、撮像準備処理部７４、撮像視野可変
制御部７５、レリーズ予告動作制御部７６、モードシーケンス制御部７７を設ける。
　例えばデジタルスチルカメラ１の筐体にタッチセンサが設けられたり、音声入力部３５
が設けらる場合など、デジタルスチルカメラ１側でのユーザ操作や特定の音声入力をトリ
ガ検出部８８が検知する。そして通信処理部８５，７１を介して雲台１０側のトリガ受付
部７８に、トリガ検知を通知する。トリガ受付部７８は、その通信によりトリガ入力の受
付を行い、モードシーケンス制御部７７にトリガ入力があったことを通知する。モードシ
ーケンス制御部７７は、例えば図１２等の自動撮像モード、要求対応撮像モードの動作を
実現するために各機能部位に指示を与える。
【０１８９】
　以上、制御機能の構成例を例示したが、当然、さらに多様な制御機能構成が考えられる
。
　本発明の実施の形態としての最も基本的な機能構成は図３５（ａ）又は図３５（ｂ）の
ようになる。
　図３５（ａ）はデジタルスチルカメラ１側にモードシーケンス制御部８６とトリガ受付
部８９（又はトリガ検出／受付部８７）が、少なくとも設けられる場合を示している。他
の各機能部位はデジタルスチルカメラ１側又は雲台１０側のいずれかに設けられるものと
して、多様な例が想定される。例えば図１０、図３１のような構成がこれに該当する。
　また図３５（ｂ）は雲台１０側にモードシーケンス制御部８６とトリガ受付部７８（又
はトリガ検出／受付部７９）が、少なくとも設けられる場合を示している。他の各機能部
位はデジタルスチルカメラ１側又は雲台１０側のいずれかに設けられるものとして、多様
な例が想定される。例えば図３２、図３３、図３４のような構成がこれに該当する。
　そしてこれらから理解されるように、本発明の撮像制御装置は、デジタルスチルカメラ
１としての制御機能構成としても実現できるし、雲台１０の制御機能構成としても実現で
きる。さらにデジタルスチルカメラ１と雲台１０による撮像システムの制御機能構成とし
ても実現できる。換言すれば、デジタルスチルカメラ１、雲台１０のそれぞれ、又はそれ
らのセットの撮像システムは、本発明の撮像制御装置、又は撮像制御方法の実施製品とな
り得る。
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　なお、図１０、図３１～図３４、及び図３５では、各制御機能部位をブロック化して示
しているが、これらがそれぞれ独立したプログラムモジュール、或いはハードウエアとし
て構成される必要はない。事実上、これらの制御機能部の総合的な処理として、図１２等
の処理動作が実現されるものであればよい。
【０１９０】
＜１０．プログラム＞

　本実施の形態のプログラムは、上述した各実施の形態、或いは変形例の処理動作として
自動撮像モード、要求対応撮像モードの処理をＣＰＵ等の演算処理装置に実行させるプロ
グラムである。特に制御部２７，５１によって起動されることで図１２等の上述した処理
を実現させる。
【０１９１】
　本実施の形態のプログラムは、パーソナルコンピュータや、デジタルスチルカメラ１や
雲台１０等の機器に内蔵されている記録媒体としてのＨＤＤや、ＣＰＵを有するマイクロ
コンピュータ内のＲＯＭ等に予め記録しておくことができる。
　あるいはまた、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory
)、ＭＯ(Magnet optical)ディスク、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、ブルーレイディ
スク、磁気ディスク、半導体メモリ、メモリカードなどのリムーバブル記録媒体に、一時
的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒
体は、いわゆるパッケージソフトウェアとして提供することができる。
【０１９２】
　また、本発明のプログラムは、リムーバブル記録媒体からパーソナルコンピュータ等に
インストールする他、ダウンロードサイトから、ＬＡＮ(Local Area Network)、インター
ネットなどのネットワークを介してダウンロードすることもできる。
【０１９３】
　そして本発明のプログラムによれば、上記各実施の形態の処理を実現する撮像装置、撮
像システムの実現及び広範な提供に適している。
【符号の説明】
【０１９４】
　１　デジタルスチルカメラ、２　本体部、２１ａ　レンズ部、３１ａ　レリーズボタン
、１０　雲台、１１　本体部、１２　カメラ台座部、１３　突起部、２１　光学系、２２
　イメージセンサ、２３　Ａ／Ｄコンバータ、２４　信号処理部、２５　エンコード／デ
コード部、２６　メディアコントローラ、２７　制御部、２８　ＲＯＭ、２９　ＲＡＭ、
３０　フラッシュメモリ、３１　操作部、３２　表示ドライバ、３３　表示部、３４　雲
台対応通信部、３５　音声入力部、３６　レリーズ予告実行部、４０　メモリカード、５
１　制御部、５２　通信部、５３　パン機構部、５４　パン用モータ、５５　パン用駆動
部、５６　チルト機構部、５７　チルト用モータ、５８　チルト用駆動部、５９　接続検
出部、６０　操作部、６０ｂ～６０ｄ　タッチ領域、６２　音声入力部、６３　撮像部、
６４　レリーズ予告実行部、８１ 撮像記録制御部、８２，７４　撮像準備処理部、８３
，７５　撮像視野可変制御部、８４，７６　レリーズ予告動作制御部、８６，７７　モー
ドシーケンス制御部、７２　パン・チルト制御部、７３，８７　トリガ検出部、７８，８
９　トリガ受付部、７９，８７　トリガ検出／受付部
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